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行政法を構成する専門職自主法（二）（安田）

　
　

序
章

　
　

第
一
章　

ア
メ
リ
カ
行
政
法
の
生
成
と
そ
れ
が
軽
視
し
た
観
点
︵
以
上
、
二
四
八
号
︶

　
　

第
二
章　

医
療
職
集
団
の
専
門
職
自
主
法
か
ら
構
成
さ
れ
る
州
行
政
法

　
　
　

第
一
節　

専
門
職
自
主
法
の
生
成
と
州
医
師
免
許
法
の
失
敗

　
　
　
　

一　

医
療
職
集
団
の
登
場

　
　
　
　

二　

州
医
師
免
許
法
に
よ
る
医
療
職
集
団
へ
の
授
権

　
　
　
　

三　

州
医
師
免
許
法
の
廃
止
と
医
師
資
格
を
規
律
す
る
専
門
職
自
主
法
の
生
成

　
　
　

第
二
節　

専
門
職
自
主
法
が
構
成
す
る
州
医
師
免
許
法
の
﹁
諸
権
力
﹂
統
合
的
仕
組
み
の
登
場

　
　
　
　

一　

医
師
資
格
に
対
す
る
制
定
法
規
制
と
医
療
職
集
団
に
よ
る
自
主
法
規
制　
　

　
　
　
　

二　

専
門
職
自
主
法
が
構
成
す
る
﹁
諸
権
力
﹂
統
合
的
仕
組
み
と
そ
の
実
効
性
の
確
保

　
　
　
　

三　

専
門
職
自
主
法
と
州
医
師
免
許
法
と
の
接
合
の
関
係
性

　
　
　

第
三
節　

州
に
よ
る
﹁
行
政
の
決
定
﹂
の
司
法
審
査
に
関
す
る
法
の
生
成

　
　
　
　

一　

州
医
師
免
許
法
制
度
の
合
憲
性
の
承
認　

論
　
　
説

行
政
法
を
構
成
す
る
専
門
職
自
主
法
︵
二
︶

安　

田　

理　

恵
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二　

州
行
政
委
員
会
が
有
す
る
免
許
付
与
・
取
消
権
限
の
合
憲
性
の
条
件

　
　
　
　

三　

州
行
政
委
員
会
の
取
消
決
定
に
対
す
る
司
法
審
査
︵
以
上
、
本
号
︶

　
　

第
三
章　

医
療
職
集
団
の
専
門
職
自
主
法
と
行
政
法
と
の
接
合
・
浸
透

　
　

結
語

第
二
章
　
医
療
職
集
団
の
専
門
職
自
主
法
か
ら
構
成
さ
れ
る
州
行
政
法

本
章
の
目
的
は
、
州
に
行
政
法
が
生
成
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
医
療
職
集
団
が
定
立
し
た
専
門
職
自
主
法
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
し
て
こ
の
専
門
職
自
主
法
が
州
の
行
政
法
の
生
成
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
章
の
検
討
対
象
は
、
植
民
地
時
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
ま
で
の
、
医
師
資
格
の
法
的
規
律
に
限
定
す
る(122)

。

こ
こ
で
そ
の
生
成
を
確
認
す
る
州
の
行
政
法
と
は
、
以
下
の
二
つ
を
指
す
。
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
ア
メ
リ
カ
行
政
法
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
、
連
邦
の
行
政
法
に
対
応
す
る
州
の
行
政
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
州
の
﹁
行
政
の
決
定
﹂
に
対
す
る
司
法
審

査
を
通
し
て
生
成
し
た
法
を
指
す
。
こ
の
法
は
、﹁
行
政
の
決
定
﹂
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
目
的
と
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
前
章

で
述
べ
た
よ
う
に
、﹁
行
政
の
決
定
﹂
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
法
の
登
場
に
時
間
的
に
は
遡
る
、﹁
行
政
の
決
定
﹂
を
う
み
だ

す
た
め
の
法
の
登
場
に
、
行
政
法
の
生
成
を
み
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
で
そ
の
生
成
を
確
認
す
る
も
う
一
つ
の
行
政
法
は
、
司
法

審
査
を
基
軸
と
す
る
の
で
は
な
く
、
州
の
行
政
機
関
へ
の
﹁
諸
権
力
﹂
統
合
的
仕
組
み
の
授
権
を
基
軸
と
し
て
そ
こ
に
生
成
す
る
法

で
あ
る
。
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以
下
で
は
、
医
師
資
格
を
規
律
す
る
専
門
職
自
主
法
お
よ
び
州
の
議
会
制
定
法
の
登
場
、
そ
れ
ら
の
接
合
の
仕
組
み
、
そ
し
て
、

そ
の
仕
組
み
と
運
用
に
対
す
る
司
法
審
査
を
検
討
す
る
。

第
一
節　

専
門
職
自
主
法
の
生
成
と
州
医
師
免
許
法
の
失
敗

一
　
医
療
職
集
団
の
登
場

ア
メ
リ
カ
で
は
、
す
で
に
植
民
地
時
代
に
、
医
師
会
や
医
学
校
等
の
医
療
職
集
団
が
登
場
し
て
い
た(123)

。
し
か
し
、
医
療
職
集
団
の

定
立
す
る
専
門
職
自
主
法
、
ま
た
は
、
植
民
地
議
会
も
し
く
は
植
民
地
政
府
の
定
め
る
法
が
、
医
師
資
格
を
規
律
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。

︵
一
︶
短
命
に
終
わ
っ
た
医
師
免
許
法

植
民
地
時
代
、
ほ
と
ん
ど
の
植
民
地
政
府
は
、
医
師
資
格
に
対
す
る
法
的
規
制
を
行
わ
な
か
っ
た
。
例
外
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
短
命
で
萌
芽
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た(124)

。

医
師
資
格
に
対
す
る
法
的
規
律
の
萌
芽
は
、
一
六
四
九
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
湾
植
民
地
議
会
︵G

eneral C
ourt

︶
が
制
定
し

た
法
律
︵the original M

assachusetts ʼ A
ct of 1649

︶
に
み
る
こ
と
が
で
き
る(125)

。
同
法
は
、
医
療
を
提
供
す
る
前
に
、
裁
判
所
に
よ

る
承
認
︵approval

︶
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
法
律
は
曖
昧
で
あ
り
、
資
格
付
与
基
準
、
実
効
性
確
保
に
関
す
る

規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た(126)

。
そ
の
後
、
一
七
六
〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
植
民
地
の
政
府
ま
た
は
議
会
に
よ
る
規
制
は
事
実
上
存
在
し

な
か
っ
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
市
は
、
一
七
六
〇
年
に
、
医
師
免
許
法
を
制
定
し
た(127)

。
こ
の
法
令
は
﹁
何
人
も
、
試
験
お
よ

び
免
許
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
内
科
ま
た
は
外
科
ま
た
は
そ
の
両
方
の
医
療
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
た(128)

。
医
師
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免
許
の
申
請
者
は
、
信
頼
に
足
る
︵reputable

︶
医
師
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
た
公
務
員
︵governm

ent officials

︶
が
実
施
す
る
試
験

を
受
け
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た(129)

。
し
か
し
、
同
法
は
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。

植
民
地
時
代
に
は
、
医
師
資
格
に
関
す
る
植
民
地
政
府
の
実
効
的
な
法
的
規
律
は
存
在
せ
ず
、
事
実
上
、
医
療
は
何
人
も
自
由
に

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る(130)

。

︵
二
︶
医
療
職
集
団
の
登
場

①
医
師
会
の
創
設

最
古
の
医
師
会
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
王
領
植
民
地
で
一
七
三
五
年
に
創
設
さ
れ
た
ボ
ス
ト
ン
医
師
会
で
あ
っ
た(131)

。
ま
た
、

一
七
六
六
年
に
は
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
医
師
会
が
創
設
さ
れ
た(132)

。
こ
れ
ら
の
医
師
会
の
い
く
つ
か
は
、
医
師
免
許
法
の
制
定
を

要
求
し
た
。
こ
の
要
求
は
、
様
々
な
経
歴
を
も
つ
医
師
の
う
ち(133)

、
教
育
を
受
け
た
医
師
︵educated physicians

︶
に
よ
り
結
成
さ
れ

た
医
師
会
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
教
育
を
受
け
た
医
師
ら
は
、
彼
ら
自
身
だ
け
が
専
門
知
を
有
す
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

医
師
会
は
、
医
師
免
許
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
他
の
経
歴
を
も
つ
医
師
ら
と
の
差
別
化
を
図
り
、
社
会
に
お
け
る
高
い
信
用
、
権
威
、

競
争
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
た(134)

。

②
医
学
校
の
創
設

医
学
校
は
、
教
育
組
織
で
あ
る
と
同
時
に
医
療
職
集
団
で
も
あ
る
。
最
古
の
医
学
校
は
、
一
七
六
五
年
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
植
民

地
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
創
設
さ
れ
た
医
学
校
で
あ
っ
た
。
創
設
当
初
は
、
既
存
の
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
病
院
の
内
部
に
設
置
さ
れ
た

が
、
後
に
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
附
置
と
な
っ
た
。
創
設
者
のJohn M

organ

医
師
は
、
同
医
学
校
が
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
植
民

地
全
体
の
医
師
試
験
の
実
施
権
限
お
よ
び
免
許
付
与
権
限
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
し
か
し
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
植
民
地
政
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府
は
、法
人
認
許
状
︵charter

︶
の
付
与
を
拒
否
し
た(135)

。
ま
た
、一
七
六
七
年
に
は
、ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
市
の
キ
ン
グ
ス
カ
レ
ッ
ジ
︵
現

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
︶
が
医
学
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
立
し
た(136)

。
さ
ら
に
、
独
立
宣
言
︵
一
七
七
六
年
︶
後
の
一
七
八
二
年
に
、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
︵
一
六
三
六
年
創
設
︶
が
医
学
部
を
設
置
し
た(137)

。

と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
の
医
学
校
が
そ
の
数
を
増
や
す
の
は
、
一
八
一
〇
年
代
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た(138)

。
植
民
地
時
代
の
医

師
の
ほ
と
ん
ど
は
、
徒
弟
奉
公
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
た
者
、
ま
た
は
、
教
育
歴
の
な
い
ま
ま
独
自
に
開
業
し
た
者
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る(139)

。

︵
三
︶
医
師
資
格
を
規
律
す
る
専
門
職
自
主
法
の
不
在

植
民
地
時
代
の
医
師
会
や
医
学
校
は
、
医
師
を
養
成
し
そ
の
資
質
を
評
価
し
医
師
資
格
を
付
与
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
は

い
え
な
い
。
こ
の
点
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
や
ギ
ル
ド
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
医
師
資
格
を
含
む
職
業

資
格
の
認
定
・
付
与
権
限
は
、
中
世
以
降
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
入
る
ま
で
、
国
家
︵
国
王
︶
で
は
な
く
、
各
大
学
や

各
ギ
ル
ド
が
掌
握
し
て
い
た(140)

。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
や
ギ
ル
ド
に
よ
る
資
格
付
与
制
度
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
継
受
さ
れ
な

か
っ
た(141)

。
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
時
代
に
登
場
し
た
医
療
職
集
団
は
、
登
場
は
し
た
も
の
の
、
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
医
師
資
格

付
与
権
限
を
得
よ
う
と
志
向
し
た
も
の
の
、
そ
の
権
限
を
掌
握
す
る
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
医
師
を
教
育
し
そ
の
資
質

を
認
定
す
る
制
度
、
制
度
を
つ
く
る
た
め
の
自
主
法
は
定
立
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
医
療
職
集
団
内
部
を
管
理
す
る
た
め
の
法

は
定
立
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
植
民
地
時
代
に
創
設
さ
れ
現
存
す
る
唯
一
の
医
師
会
で
あ
る
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
医
師
会
が
、

そ
の
一
七
六
六
年
創
設
時
、constitution

︵
憲
章
︶
お
よ
びby law

s

︵
規
約
︶
を
定
立
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
医
師
資
格
に
関
し
て
植
民
地
政
府
に
よ
る
規
制
は
存
在
し
な
い
に
等
し
く
、
ま
た
、
医
療
職
集
団
が
定
立
し
た
専
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門
職
自
主
法
も
実
効
的
で
な
か
っ
た
た
め
、
医
療
は
、
事
実
上
自
由
に
提
供
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
生
じ
た
劣
悪
な
医
療
は
、
事
後
的

か
つ
事
案
毎
に
法
的
紛
争
と
し
て
処
理
さ
れ
た(142)

。
た
と
え
ば
、
不
法
行
為
を
主
張
す
る
患
者
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
、
ま
た
は
、
傷

害
罪
や
殺
人
罪
に
よ
る
刑
事
訴
追
で
あ
っ
た(143)

。

二
　
州
医
師
免
許
法
に
よ
る
医
療
職
集
団
へ
の
授
権

独
立
後
、
免
許
付
与
権
限
は
、
植
民
地
政
府
・
議
会
か
ら
各
州
議
会
に
移
行
し
た
。
し
か
し
、
各
州
議
会
が
医
師
資
格
を
規
律
し

な
い
状
況
は
、
独
立
の
前
後
で
変
化
は
な
か
っ
た(144)

。
独
立
直
後
、
医
師
免
許
制
度
を
整
備
す
る
た
め
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た

の
は
、
医
師
会
、
医
学
校
等
の
医
療
職
集
団
で
あ
っ
た
。

︵
一
︶
州
医
師
免
許
法
に
よ
る
医
療
職
集
団
へ
の
医
師
免
許
付
与
権
限
の
授
権

独
立
戦
争
終
結
時
の
一
七
八
一
年
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
医
師
会
︵the M

assachusetts M
edical Society. 

以
下
、﹁
医
師
会
﹂
と

い
う
。︶
が
、
任
意
加
入
組
織
と
し
て
創
設
さ
れ
た(145)

。
医
師
会
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
法
人
法
に
基
づ
き
、
州
議
会
か
ら
法

人
認
許
状
︵charter

︶
を
付
与
さ
れ
た(146)

。
医
師
会
は
、
こ
の
法
人
認
許
状
に
つ
い
て
、
州
の
法
人
法
は
そ
の
効
果
に
お
い
て
︵in 

effect

︶
医
師
会
に
対
し
て
医
師
免
許
付
与
権
限
を
授
権
し
た
、
と
述
べ
て
い
る(147)

。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
は
他
州
に
先
駆
け
て
、

医
師
会
と
同
様
に
医
学
校
に
も
免
許
を
付
与
す
る
権
限
が
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た(148)

。
当
時
、
医
師
会
に
医
師
免
許
を
申
請
し

て
い
た
の
は
、
試
験
を
行
う
医
師
と
同
様
に
、
も
っ
ぱ
ら
徒
弟
制
度
で
訓
練
を
受
け
た
者
で
あ
っ
た
。
一
七
八
二
年
、
ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
に
医
学
校
が
附
置
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
卒
業
生
は
さ
ら
に
医
師
会
の
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
が
議
論
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
八
〇
三
年
の
医
師
会
の
決
定
に
よ
っ
て
、
当
該
医
師
会
が
定
め
た
免
許
付
与
要
件
と
し
て
は
、
当
該
医
師
会

が
課
す
医
師
免
許
試
験
に
合
格
す
る
か
、
ま
た
は
、
医
学
の
学
位
を
取
得
す
る
か
の
い
ず
れ
か
と
な
っ
た(149)

。
こ
の
二
重
制
度
︵the 
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︶
に
は
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
︵
一
八
一
〇
年
︶、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
︵
一
八
一
七
年
︶
等
他
の
州
も
追
随
し

た(150)

。東
部
一
三
州
で
は
、
一
八
一
五
年
ま
で
に
、
そ
の
全
て
の
州
で
医
師
会
が
創
設
さ
れ
た(151)

。
そ
し
て
、
一
八
三
〇
年
ま
で
に
、
ペ
ン

シ
ル
バ
ニ
ア
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
、
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
三
州
を
除
く
一
〇
州
で
、
医
師
免
許
法
が
制
定
さ
れ
た(152)

。
当
時
制
定
さ
れ

た
医
師
免
許
法
の
名
称
お
よ
び
仕
組
み
は
州
ご
と
に
異
な
る
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ほ
と
ん
ど
の
州
と
、O

ld 

N
orthw

est

︵
オ
ハ
イ
オ
州
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
、
ミ
シ
ガ
ン
州
︶
は
、
免
許
付
与
権
限
を
州
ま
た
は
地
方
の
医
師
会
に
付
与
し
、

こ
の
点
で
は
共
通
の
仕
組
み
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
七
九
〇
年
の
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
医
師
免
許
法
は
、
ニ
ュ
ー
・

ジ
ャ
ー
ジ
ー
医
師
会
に
免
許
付
与
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
は
一
八
〇
六
年
に
、
ア
ラ
バ
マ
州
は
一
八
二
三
年

に
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
と
同
じ
免
許
制
度
を
採
用
し
た(153)

。

州
がpolice pow

er

の
一
種
と
し
て
、
医
師
免
許
規
制
を
行
う
場
合
、
州
議
会
の
定
め
る
根
拠
法
律
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、

議
会
は
、
法
律
の
中
に
免
許
付
与
権
限
を
盛
り
込
ん
だ
が
、
そ
の
規
制
の
内
容
に
つ
い
て
は
医
師
会
に
委
任
し
た
。

各
医
師
会
が
課
す
試
験
、
各
医
学
校
が
付
与
す
る
学
位
は
、
医
師
の
資
質
の
医
療
職
集
団
に
よ
る
認
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
医
療
職

集
団
が
定
立
し
た
、
医
師
の
資
質
を
認
定
す
る
た
め
の
法
の
具
体
的
内
容
は
不
明
で
あ
る
。R

ichard H
. Shryock

は
、
右
に
述
べ

た
医
師
免
許
制
度
は
、
自
主
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
︵voluntary control

︶
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
、

と
述
べ
る(154)

。
自
主
的
に
創
設
さ
れ
た
医
療
職
集
団
に
対
し
て
州
法
が
実
質
的
に
規
制
権
限
を
授
権
し
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
医
療
職

集
団
に
対
し
て
州
政
府
が
監
督
権
限
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
、
州
の
規
制
制
度
の
中
に
は
、
医
療
職
集
団
の
自
治
が
保
障
さ
れ
て
い

た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
の
た
め
の
、
す
な
わ
ち
医
療
職
集
団
内
部
の
管
理
の
た
め
の
法
は
定
立
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

各
医
療
職
集
団
が
定
立
し
た
免
許
付
与
要
件
は
、
私
人
の
自
主
基
準
で
あ
り
、
当
該
基
準
の
適
用
行
為
は
法
律
に
基
づ
く
規
制
で
あ
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る
こ
と
か
ら
、
機
能
的
に
は
﹁
行
政
の
決
定
﹂
と
等
価
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

︵
二
︶
州
医
師
免
許
法
の
実
効
性

し
か
し
、
建
国
直
後
の
各
州
医
師
免
許
法
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
実
効
性
を
欠
い
て
い
た(155)

。
な
ぜ
な
ら
、
制
度
上
、
医
師
免
許
法

制
定
前
に
医
師
と
し
て
開
業
し
て
い
た
者
の
既
得
権
保
護
機
能
を
果
た
す
祖
父
条
項
︵grand-father clauses

︶(156)

が
存
在
し
た
こ
と
、

免
許
法
に
従
わ
な
い
者
に
対
す
る
処
罰
規
定
︵
あ
る
い
は
行
政
上
の
強
制
権
限
︶
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

各
州
裁
判
所
も
、m

andam
us

等
の
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
権
令
状
︵prerogative w

rits

︶
を
、
免
許

に
関
す
る
規
制
権
限
を
行
使
し
な
い
医
師
会
に
対
し
て
、
積
極
的
に
発
給
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た(157)

。
さ
ら
に
、
多
く
の
場
合
、
医
師

会
は
、
有
料
で
医
療
を
提
供
し
た
﹁
似
非
医
者
︵quacks

︶﹂
に
対
し
て
軽
微
な
罰
金
︵m

oderate fine

︶
を
科
す
た
め
に
、
カ
ウ
ン

テ
ィ
の
裁
判
所
に
告
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
し
か
し
、
医
師
免
許
法
に
従
う
こ
と
な
く
無
免
許
で
医
師
と
し
て
開
業
す
る
者
は
、

実
際
に
は
多
か
っ
た(158)

。
し
た
が
っ
て
、
独
立
後
、
一
部
の
州
に
は
医
師
免
許
法
が
制
定
さ
れ
た
と
は
い
え
、
事
実
上
、
医
師
は
自
由

に
開
業
し
営
業
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　
州
医
師
免
許
法
の
廃
止
と
医
師
資
格
を
規
律
す
る
専
門
職
自
主
法
の
生
成

︵
一
︶
州
医
師
免
許
法
の
廃
止

医
療
を
提
供
さ
れ
る
側
で
あ
る
一
般
の
公
衆
が
、
当
時
、
医
師
免
許
法
の
制
定
を
要
求
し
た
と
い
う
記
録
は
存
在
し
て
い
な
い
。

公
衆
は
、
免
許
制
度
を
信
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
る(159)

。
こ
れ
に
は
、
主
と
し
て
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。
一

つ
は
、
医
療
の
専
門
性
へ
の
懐
疑
で
あ
る
。
免
許
保
有
医
師
が
専
門
知
を
有
す
る
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
免
許
保
有
医
師
と
非
保
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有
医
師
と
の
間
で
治
療
の
効
果
に
は
大
差
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
、
近
代
医
学
が
未
発
達
で
あ
っ
た
こ
と
に
因
る(160)

。
も
う
一

つ
は
、
免
許
制
度
を
お
い
た
結
果
、
医
療
提
供
市
場
に
医
療
職
集
団
の
独
占
が
生
じ
る
こ
と
へ
の
警
戒
で
あ
る(161)

。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ

の
、
特
に
一
八
三
〇
年
代
の
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
の
平
等
主
義
が
、
反
エ
リ
ー
ト
主
義
や
規
制
の
な
い
市
場

と
い
う
考
え
方
を
流
行
ら
せ
た
こ
と
に
因
る(162)

。

こ
の
結
果
、
医
師
免
許
法
制
度
を
有
す
る
全
て
の
州
で
、
一
八
三
〇
年
代
お
よ
び
一
八
四
〇
年
代
に
、
医
師
免
許
法
は
廃
止
さ
れ

た(163)

。
各
州
は
、﹁
教
育
を
受
け
た
医
師
︵physicians

︶
の
要
求
を
認
め
医
療
行
為
が
限
ら
れ
た
専
門
職
の
排
他
的
権
利
で
あ
る
こ
と

を
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、
全
て
の
市
民
に
対
し
て
、
多
様
な
医
療
行
為
を
行
う
権
利
︵right

︶
と
、
競
合
す
る
医
療
従
事
者

︵practitioners

︶
の
中
か
ら
選
択
す
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
﹂(164)
。

資
格
を
認
定
す
る
制
度
の
一
つ
で
あ
る
免
許
制
度
は
、
質
保
証
の
機
能
と
同
時
に
参
入
規
制
の
機
能
を
は
た
す
。
免
許
制
度
を
要

求
し
た
医
療
職
集
団
は
、
免
許
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
る
市
場
独
占
を
当
該
集
団
に
許
し
て
ま
で
、
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
権
利

利
益
を
そ
れ
ら
が
も
つ
の
だ
と
い
う
説
明
に
失
敗
し
た
と
い
え
る
。

Shryock

は
、
ア
メ
リ
カ
の
医
師
免
許
制
度
の
廃
止
に
つ
い
て
、﹁
一
八
五
〇
年
代
ま
で
に
、
ド
イ
ツ
政
府
が
統
一
の
基
準
を
定

立
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
国
家
規
制
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
と
は
、
対
照
的
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る(165)

。
医
師
免
許
法
の
廃
止

に
よ
り
、
医
師
は
、
法
制
度
上
も
、
再
び
自
由
に
開
業
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た(166)

。

︵
二
︶
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
に
よ
る
質
保
証
お
よ
び
州
境
を
超
え
た
法
の
統
一

各
州
医
師
免
許
法
の
廃
止
を
受
け
て
、
一
八
四
七
年
、
教
育
を
受
け
た
医
師
ら
は
、
全
米
レ
ベ
ル
の
任
意
加
入
組
織
と
し
て
ア
メ

リ
カ
医
師
会
︵The A

m
erican M

edical A
ssociation: A

M
A

︶
を
創
設
し
た(167)

。
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
創
設
意
図
は
、﹁
自
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ら
の
権
威
を
構
築
し
、
州
と
の
結
び
つ
き
を
形
成
す
る
こ
と
﹂
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る(168)

。
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
は
、
教
育

を
受
け
た
医
師
の
み
が
専
門
知
︵expert know

ledge

︶
と
倫
理
的
崇
高
性
︵m

oral superiority

︶
を
有
す
る
と
主
張
し
、
主
と
し

て
以
下
三
点
の
活
動
に
重
点
を
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
①
州
境
を
超
え
て
、
州
に
代
わ
っ
て
自
ら
医
師
資
格
の
認
定
を
行
う
こ
と
、

②
州
刑
法
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
影
響
力
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
、
③
州
医
師
免
許
法
の
再
制
定
を
働
き
か
け
る

こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
自
ら
が
行
う
医
師
資
格
の
認
定
は
、
医
師
の
資
質
の
基
準
適
合
性
審
査
で
あ
る
。
こ
の
認
定
は
、

医
師
資
質
の
評
価
認
定
基
準
の
定
立
と
そ
の
個
別
適
用
に
関
す
る
専
門
職
自
主
法
を
う
み
だ
し
、
そ
し
て
、
こ
の
専
門
職
自
主
法
は
、

州
刑
法
と
、
の
ち
に
は
州
医
師
免
許
法
と
も
接
合
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
は
、
一
八
五
七
年
、
各
州
議
会
に
対
し
、
刑
法
上
の
堕
胎
罪
を
制
定
ま
た
は
改
正
す
る
よ
う
働
き

か
け
た(169)

。
そ
の
結
果
、
一
八
六
〇
︲
一
八
七
〇
年
代
に
、
全
州
で
刑
法
堕
胎
罪
の
制
定
ま
た
は
改
正
が
実
現
し
た(170)

。
一
八
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
堕
胎
罪
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
州
刑
法
上
、
妊
婦
が
胎
動
を
自
覚
し
た
後
に
の
み
成
立
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
妊
婦
自
身
が
胎
動
を
知
覚
し
な
い
と
主
張
す
る
時
期
の
堕
胎
は
、
堕
胎
罪
と
な
ら
な
か
っ
た(171)

。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ

カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
っ
て
制
定
ま
た
は
改
正
さ
れ
た
刑
法
上
の
堕
胎
罪
は
、
①
妊
娠
初
期
を
含
む
全
て
の

妊
娠
期
間
に
お
け
る
堕
胎
に
堕
胎
罪
が
成
立
す
る
、
②
た
だ
し
、﹁
医
学
上
必
要
︵m

edically necessary

︶
で
あ
り
倫
理
上
︵m

oral

︶

認
め
ら
れ
る
﹂
場
合
、
堕
胎
罪
は
適
用
さ
れ
な
い
、
③
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
認
め
る
医
師
の
み
が
、
堕
胎
罪
の
違
法
性

阻
却
事
由
を
判
断
し
、
堕
胎
を
行
う
権
限
を
持
つ
、
と
い
う
仕
組
み
で
あ
っ
た(172)

。
刑
法
堕
胎
罪
の
制
定
ま
た
は
改
正
は
、
州
が
、
医

療
提
供
行
為
に
対
し
て
、
立
法
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
の
承
認
を
意
味
し
た(173)

。

こ
の
刑
法
堕
胎
罪
の
制
定
ま
た
は
改
正
に
よ
り
、
教
育
を
受
け
た
医
師
︵
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
に
属
す
る
医
師
︶
は
、
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彼
ら
だ
け
が
﹁
専
門
知
﹂
に
加
え
て
、﹁
倫
理
上
の
崇
高
性
﹂
を
有
す
る
の
だ
と
い
う
説
得
に
成
功
し
た
。
そ
し
て
こ
の
制
定
に
よ
り
、

堕
胎
と
い
う
医
療
行
為
は
、
教
育
を
受
け
た
医
師
が
独
占
す
る
行
為
と
な
り
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
医
師
お
よ
び
助
産
師
の
排
除

に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
っ
た(174)

。

堕
胎
の
刑
罰
化
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
と
州
と
の
新
た
な
連
携
︵partnership

︶
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た(175)

。
免
許

制
に
代
わ
っ
て
、
医
療
職
集
団
に
よ
る
資
格
認
定
制
度
が
、
刑
法
の
枠
内
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
事
前
の
参
入
段

階
で
の
行
政
の
規
制
や
質
保
証
を
あ
き
ら
め
た
医
療
の
専
門
職
集
団
は
、
医
師
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。　

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
医
師
資
格
の
認
定
活
動
は
、
認
定
の
基
準
を
定
立
し
そ
の
基
準
を
個
別
適
用
す
る
と
い
う
基
準

適
合
性
審
査
で
あ
る(176)

。
し
た
が
っ
て
基
準
の
レ
ベ
ル
ま
で
、
医
師
の
資
質
の
水
準
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る(177)

。
同
時
に
、
そ
の
認

定
活
動
が
州
境
を
超
え
て
ひ
ろ
が
る
の
に
伴
い
、
州
毎
に
多
様
で
あ
っ
た
医
師
資
格
の
法
的
規
律
︱
︱
し
た
が
っ
て
、
州
毎
に
多
様

な
医
師
の
資
質
︱
︱
は
、
州
境
を
超
え
て
認
定
基
準
の
レ
ベ
ル
で
統
一
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
州
境
を
超
え
て
組
織
さ
れ
た
私
的
主

体
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
認
定
活
動
、
す
な
わ
ち
医
師
の
資
質
に
関
す
る
基
準
適
合
性
審
査
の
た
め
に
定
立
さ
れ

た
専
門
職
自
主
法
は
、
州
境
と
い
う
国
家
の
境
を
超
え
て
通
用
す
る
も
の
と
な
っ
た(178)

。

第
二
節　

専
門
職
自
主
法
が
構
成
す
る
州
医
師
免
許
法
の
﹁
諸
権
力
﹂
統
合
的
仕
組
み
の
登
場

医
師
免
許
法
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
主
導
の
下
、
一
八
六
〇
年
代
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
に
か
け
て
各
州
で
整
備
さ

れ
て
い
っ
た
。
第
二
節
で
は
、
州
医
師
免
許
法
制
度
の
整
備
過
程
の
分
析
を
通
し
て
、
州
に
﹁
諸
権
力
﹂
統
合
的
仕
組
み
を
有
す
る
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行
政
機
関
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
、
お
よ
び
、
専
門
職
自
主
法
と
州
制
定
法
と
の
接
合
の
関
係
性
を
確
認
す
る
。

一
　
医
師
資
格
に
対
す
る
制
定
法
規
制
と
医
療
職
集
団
に
よ
る
自
主
法
規
制

︵
一
︶
医
師
資
格
に
対
す
る
制
定
法
規
制

①
治
安
判
事
に
よ
る
登
録
制
を
設
け
る
州

一
八
六
二
年
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
議
会
は
他
州
に
先
駆
け
て
医
師
免
許
法
を
制
定
し
た(179)

。
こ
の
医
師
免
許
法
は
、
治
安
判
事
に
よ
る

登
録
制
度
を
採
用
し
た
。
こ
の
医
師
登
録
の
法
定
の
基
準
は
、﹁
信
頼
に
足
る
欧
米
の
学
校
の
医
学
の
学
位
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
﹂

で
あ
り
、
当
該
学
位
の
所
持
を
治
安
判
事
の
前
で
宣
誓
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
無
登
録
医
師
に
対
す
る
罰
則
規
定
は
、

一
八
六
二
年
の
制
定
時
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
一
八
七
二
年
の
改
正
に
よ
り
、
医
学
の
学
位
を
所
持
す
る
こ
と
の
宣
誓
が
虚
偽

で
あ
っ
た
場
合
、
六
月
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
た(180)

。

治
安
判
事
が
裁
判
作
用
を
通
じ
て
行
政
作
用
を
行
う
こ
と
は
、
植
民
地
時
代
以
降
、
各
タ
ウ
ン
、
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
中
に
存
在
し

て
い
た
仕
組
み
で
あ
っ
た(181)

。
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
、
医
師
免
許
の
付
与
と
い
う
行
政
作
用
を
、
行
政
委
員
会
や
行
政
官
で
は
な
く
、
治

安
判
事
に
委
ね
た
の
で
あ
る(182)

。

②
公
衆
衛
生
機
関
︵public health agency

︶
に
よ
る
登
録
制
を
設
け
る
州 

公
衆
衛
生
機
関
の
登
録
制
を
定
め
る
州
も
あ
っ
た(183)

。
公
衆
衛
生
に
携
わ
る
州
ま
た
は
地
方
の
機
関
と
し
て
公
衆
衛
生
官
や
公
衆
衛

生
委
員
会
等
を
設
置
し
た
州
は
、
従
来
、
人
口
統
計
学
者
や
技
術
者
を
そ
の
職
に
任
用
し
た
。
し
か
し
、
一
八
八
〇
年
代
ま
で
に
発

展
し
た
細
菌
学
等
の
知
見
を
背
景
に
、
教
育
を
受
け
た
医
師
は
、
専
門
知
を
持
つ
者
と
さ
れ
そ
の
職
に
任
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

イ
リ
ノ
イ
州
は
、
一
八
七
七
年
に
、
イ
リ
ノ
イ
州
保
健
委
員
会
︵the Illinois B

oard of H
ealth. 

以
下
、﹁
委
員
会
﹂
と
い
う
。︶
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を
設
置
し
、
委
員
会
に
医
師
登
録
権
限
を
授
権
し
た
。
委
員
会
委
員
の
選
任
方
法
、
免
許
付
与
基
準
、
委
員
会
に
対
す
る
規
則
制
定

権
の
授
権
が
、
法
定
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。Shryock

に
よ
れ
ば
、
委
員
会
は
、﹁
す
で
に
開
業
し
て
い
る
医
師
に

対
し
て
、医
学
校
の
学
位
の
登
録
を
命
じ
、ま
た
、州
外
の
医
学
校
で
あ
っ
て
も
﹃
質
の
保
証
さ
れ
た
︵good standing

︶﹄
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
も
つ
医
学
校
で
あ
れ
ば
、
そ
の
学
位
を
所
持
す
る
医
師
免
許
申
請
者
を
、
イ
リ
ノ
イ
州
の
医
師
と
し
て
登
録
し
た
﹂。

一
八
八
三
年
か
ら
一
八
八
九
年
に
か
け
て
、同
委
員
会
は
、﹁
質
の
保
証
さ
れ
た
﹂
医
学
校
の
基
準
を
公
表
し
た
。
①
倫
理
的
な
資
質
、

②
医
学
校
入
学
要
件
と
し
て
の
高
等
学
校
卒
業
、
③
少
な
く
と
も
一
〇
科
目
の
履
修
を
定
め
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
④
二
つ
の
解
剖
学

の
コ
ー
ス
お
よ
び
二
学
期
の
病
院
実
習
、
⑤
少
な
く
と
も
合
計
三
年
の
訓
練
、
で
あ
る
。

委
員
会
が
公
表
し
た
こ
の
基
準
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
会
長
で
あ
る
イ
リ
ノ
イ
州
シ
カ
ゴ
のN

athan D
avis

医
師
ら

が
定
め
た
医
学
校
の
認
定
基
準
と
同
じ
基
準
で
あ
っ
た(184)

。
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
は
、﹁
質
の
保
証
さ
れ
た
﹂
医
学
校
の
基
準

を
公
表
し
た
。
①
倫
理
的
な
資
質
、
②
医
学
校
入
学
要
件
と
し
て
の
高
等
学
校
卒
業
、
③
少
な
く
と
も
一
〇
科
目
の
履
修
を
定
め
る

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
④
二
つ
の
解
剖
学
の
コ
ー
ス
お
よ
び
二
学
期
の
病
院
実
習
、
⑤
少
な
く
と
も
合
計
三
年
の
訓
練
、
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
に
よ
る
医
学
校
の
認
定
・
格
付
け
は
、
一
八
八
〇
年
代
に
は
、
黙
示
的
に
、
各
州
の
医
師
免
許
に

関
わ
る
行
政
委
員
会
の
判
断
基
準
︵criteria

︶
と
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
一
八
九
〇
年
代
に
は
、
公
式
の
判
断
基
準
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
基
準
は
、
カ
ナ
ダ
に
も
普
及
し
た(185)

。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶

と
い
う
一
つ
の
医
療
職
集
団
が
定
立
し
た
医
学
校
の
認
定
基
準
は
、
専
門
職
自
主
法
と
し
て
、
州
境
を
超
え
、
さ
ら
に
は
国
境
を
超

え
て
通
用
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

の
ち
に
各
州
の
医
師
免
許
法
は
、
医
学
校
の
学
位
所
持
と
医
師
免
許
試
験
の
合
格
の
い
ず
れ
か
ま
た
は
双
方
を
要
求
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
九
〇
〇
年
頃
、
医
学
の
学
位
の
登
録
の
み
を
要
求
し
た
の
は
ミ
シ
ガ
ン
州
と
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
以
西
の
五
州
、
医
学
学
位
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と
医
師
免
許
試
験
の
い
ず
れ
か
を
要
求
し
た
の
は
一
一
州
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
医
学
学
位
と
医
師
免
許
試
験
の
双
方
を
要
求
し
た
の

は
二
二
州
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
行
制
度
に
つ
な
が
る(186)

。

さ
ら
に
、
上
述
の
医
師
免
許
付
与
基
準
だ
け
で
な
く
、
医
師
免
許
付
与
権
限
を
も
つ
委
員
会
の
組
織
に
関
す
る
議
論
も
な
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
医
学
教
育
の
中
心
地
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
で
は
、
医
師
資
格
に
つ
い
て
の
公

的
な
規
制
に
反
対
す
る
医
師
ら
が
多
数
存
在
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
二
五
名
の
医
師
が
、
一
八
七
七
年
に
、
自
主
的
に
私
的
な
医
師

試
験
委
員
会
︵unofficial exam

ining body

︶
を
創
設
し
て
い
る
。
他
方
、州
議
会
も
、一
八
八
一
年
に
、医
師
の
登
録
制
度
を
つ
く
っ

て
こ
れ
に
対
抗
し
た
。
こ
の
結
果
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
に
州
医
師
免
許
試
験
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
八
九
三

年
で
あ
っ
た(187)

。
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
のW

illiam
 K

een

医
師
は
、一
八
九
四
年
に
、以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。﹁
今

や
近
隣
の
す
べ
て
の
州
は
保
健
委
員
会
︵health boards

︶
を
設
置
し
て
い
る
。
し
か
し
、
医
師
免
許
付
与
権
限
は
、
医
師
試
験
委

員
会
︵boards of m

edical exam
iners
︶
と
い
う
独
立
委
員
会
︵independent boards

︶
に
与
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
﹂。
他
の
州

で
も
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
保
健
委
員
会
か
ら
医
師
試
験
委
員
会
は
分
離
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る(188)

。

　
し
た
が
っ
て
、
州
議
会
に
よ
る
医
師
資
格
の
法
的
規
律
は
、
慨
ね
そ
の
初
期
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
①
治
安
判
事

と
い
う
司
法
、
ま
た
は
、
公
衆
衛
生
機
関
も
し
く
は
医
師
免
許
に
特
化
し
た
行
政
委
員
会
と
い
う
行
政
に
対
し
、
州
議
会
が
医
師
免

許
付
与
権
限
を
授
権
し
た
こ
と
、
②
委
員
会
委
員
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
所
属
医
師
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
委

員
会
の
医
師
免
許
付
与
基
準
の
主
な
要
素
は
、
医
学
校
の
学
位
の
所
持
、
医
師
免
許
試
験
の
合
格
と
い
う
二
点
で
あ
る
こ
と
、
④
医

学
校
の
認
定
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
が
行
っ
て
い
る
こ
と
、
⑤
医
師
免
許
試
験
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
が
実

施
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
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︵
二
︶
教
育
訓
練
お
よ
び
試
験
に
関
す
る
認
定
を
行
う
医
療
職
集
団
の
登
場

医
師
資
格
に
関
す
る
法
的
規
律
を
み
る
と
、
一
九
世
紀
末
以
降
は
、
前
述
の
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
他
に
も
医
師
の
教

育
訓
練
や
試
験
に
関
す
る
認
定
を
行
う
医
療
職
集
団
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
、以
下
の
四
つ
を
あ
げ
て
お
く
。

①
ア
メ
リ
カ
医
科
大
学
協
会
︵A

m
erican M

edical C
ollege A

ssociation: A
M

C
A

︶　

こ
れ
は
、
一
八
七
六
年
に
、
医
学
教
育
水
準

の
向
上
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
一
八
九
〇
年
の
改
組
で
名
称
変
更
さ
れ
た
、
現
在
のA

ssociation of A
m

erican M
edical 

Colleges

︵A
A

M
C

︶
で
あ
る(189)

。
②
医
学
教
育
評
議
会
︵Council on M

edical Education: C
M

E

︶　

こ
れ
は
、
一
九
〇
四
年
に
、
医

学
校
を
認
定
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A
M

A

︶
が
そ
の
内
部
に
設
置
し
た
評
議
会
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年
の
改
組
に
よ

り
名
称
変
更
さ
れ
た
、
現
在
のC

ouncil on M
edical Education and H

ospital

︵C
M

EH

︶
で
あ
る(190)

。
③
州
医
師
資
格
審
査
委
員
会

連
盟
︵N

ational C
onfederation of State M

edical Exam
ining and Licensing B

oards

：N
C

SM
ELB

︶　

こ
れ
は
、
一
八
九
一
年

創
設
の
各
州
行
政
機
関
の
全
米
レ
ベ
ル
の
連
合
体
で
あ
る
。
一
九
一
二
年
の
改
組
に
よ
り
、
現
在
のFederation of State M

edical 

B
oards

︵FSM
B

︶
に
名
称
変
更
さ
れ
た(191)

。
④
全
米
医
師
試
験
審
議
会
︵N

ational B
oard of M

edical Exam
iners

：N
B

M
E

︶　

こ

れ
は
、
全
米
で
統
一
さ
れ
た
医
師
の
資
格
試
験
の
一
つ
で
あ
るU

nited States M
edical Licensing Exam

ination

︵U
SM

LE

︶
に

か
か
わ
る
諸
基
準
の
定
立
を
行
う
た
め
、
一
九
一
五
年
に
創
設
さ
れ
現
在
に
至
る(192)

。

以
上
の
よ
う
に
、
私
的
主
体
で
あ
る
医
療
職
集
団
が
創
設
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
医
学
校
、
医
師
免
許
試
験
、
医
療
職
集
団
の
構
成
員

資
格
を
認
定
・
格
付
け
し
た
結
果(193)

、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
三
〇
年
の
間
に
、
ア
メ
リ
カ
の
医
師
資
格
の
水
準
は
飛
躍
的
に
向
上
し

た
と
い
わ
れ
る(194)

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
医
療
職
集
団
に
よ
る
認
定
・
格
付
け
の
た
め
に
定
立
さ
れ
た
専
門
職
自
主
法
は
、
自
主
法

と
し
て
独
自
に
、
そ
れ
と
同
時
に
、
州
議
会
定
法
で
あ
る
医
師
免
許
法
と
接
合
し
な
が
ら
、
洗
練
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。　
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二
　
専
門
職
自
主
法
が
構
成
す
る
「
諸
権
力
」
統
合
的
仕
組
み
と
そ
の
実
効
性
の
確
保
　

以
下
本
節
で
は
、
主
と
し
て
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
お
よ
び
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
を
検
討
対
象
と
す
る(195)

。

︵
一
︶
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
免
許
法
と
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
会

①
医
師
免
許
委
員
会
の
設
置
お
よ
び
そ
の
免
許
付
与
権
限

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
は
、
治
安
判
事
へ
の
登
録
制
を
定
め
て
か
ら
二
〇
年
後
の
一
八
八
二
年
に
、
医
師
免
許
法
の
改
正
に
よ
り
、
免
許

付
与
権
限
を
治
安
判
事
か
ら
州
保
健
委
員
会
︵the state board of health

︶
に
移
し
た(196)

。
州
保
健
委
員
会
は
、
提
出
さ
れ
た
医
学
学

位
の
有
効
性
を
審
査
し
免
許
を
付
与
す
る
権
限
を
授
権
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
二
年
後
の
一
八
九
四
年
、
医
師
免
許
法
改
正
に
よ
り
、

従
前
の
治
安
判
事
に
よ
る
登
録
制
を
廃
止
し
、
医
師
免
許
を
所
管
す
る
州
行
政
機
関
と
し
て
の
医
師
免
許
試
験
委
員
会
︵the board 

of exam
iners

︶
を
設
置
し
た(197)

。
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
医
師
免
許
試
験
委
員
会
委
員
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
会(198)

が
推
薦
し
た
者
の
中

か
ら
知
事
が
指
名
す
る(199)

。
法
定
の
免
許
付
与
基
準
は
、
医
師
免
許
試
験
委
員
会
に
対
す
る
医
学
の
学
位
の
提
出
、
お
よ
び
同
委
員
会

が
課
す
医
師
免
許
試
験
の
合
格
、
ま
た
は
﹁
祖
父
条
項
︵grandfather clause

︶﹂
の
該
当
者
で
あ
る(200)

。
さ
ら
に
一
九
〇
八
年
の
同
法

改
正
に
よ
り
、
医
師
免
許
付
与
の
法
定
基
準
は
ひ
き
上
げ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
質
の
保
証
さ
れ
た
︵good standing

︶﹂
医
学
校

の
学
位
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
は
、
医
師
免
許
試
験
一
〇
科
目
に
合
格
す
る
こ
と
で
あ
る
。
医
師
免
許
試
験
委
員
会
は
、
右
の
法
定

基
準
に
適
合
す
る
者
に
対
し
て
医
師
免
許
を
付
与
す
る
権
限
を
有
す
る
。

こ
う
し
て
、
医
師
免
許
法
改
正
に
基
づ
い
て
、
免
許
付
与
権
限
が
治
安
判
事
か
ら
行
政
委
員
会
へ
移
っ
た
こ
と
は
、
裁
判
所
に
よ

る
行
政
と
い
う
古
い
仕
組
み
か
ら
、
行
政
機
関
に
よ
る
行
政
と
い
う
新
し
い
仕
組
み
へ
変
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
委
員
会
委
員
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
会
の
推
薦
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
医
師
会
所
属
医
師
の
可
能
性
が
高
く
、
ま

た
そ
う
で
な
く
と
も
少
な
く
と
も
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
会
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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②
医
師
免
許
委
員
会
の
規
則
制
定
権
限

一
九
〇
八
年
に
改
正
さ
れ
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
免
許
法
は
、
上
記
の
医
師
免
許
付
与
の
法
定
基
準
を
引
上
げ
る
と
と
も
に
、
医

師
免
許
試
験
委
員
会
に
対
し
て
規
則
制
定
権
限
を
授
権
し
た
。

こ
れ
を
う
け
て
、
一
九
〇
八
年
の
医
師
免
許
試
験
委
員
会
規
則
は
、
免
許
付
与
要
件
の
一
つ
で
あ
る
﹁
質
の
保
証
さ
れ
た
︵good 

standing 

︶﹂
医
学
校
の
学
位
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
た
。﹁
一
九
〇
八
年
一
〇
月
一
日
以
降
、
医
師
免
許
試
験
委
員
会
は
、

同
委
員
会
に
よ
っ
て
A
ク
ラ
ス
と
認
定
さ
れ
た
医
学
校
の
医
学
学
位
を
有
す
る
医
師
免
許
申
請
者
に
つ
い
て
医
師
免
許
試
験
を
免
除

し
、
医
師
免
許
を
付
与
す
る
﹂、﹁
同
委
員
会
が
い
う
A
ク
ラ
ス
の
医
学
校
と
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
のC

ouncil of 

M
edical Education

︵C
M

E
︶(201)

が
定
め
た
基
準
の
七
〇
︱
一
〇
〇
％
を
満
た
す
学
校
で
あ
る
﹂(202)
。

さ
ら
に
、
医
師
免
許
試
験
委
員
会
規
則
は
、
医
師
免
許
の
他
州
と
の
互
恵
︵reciprocity

︶
に
つ
い
て
、﹁
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
医
学

上
の
基
準
と
同
等
か
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
高
い
基
準
を
有
す
る
他
の
全
て
の
州
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
医
師
免
許
を
有
効
な
も
の
と

す
る
﹂
と
定
め
た
。
同
規
則
に
お
い
て
、
同
委
員
会
は
、
二
八
州
と
ワ
シ
ン
ト
ンD

.C
.

を
列
記
し
た(203)

。
ま
た
、
外
国
の
医
学
校
と

の
互
恵
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
A
ク
ラ
ス
の
医
学
校
の
扱
い
と
同
様
で
あ
る(204)

。

こ
の
よ
う
に
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
で
は
、
医
師
免
許
委
員
会
に
対
し
て
規
則
制
定
権
限
が
授
権
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
医
師
免
許
委

員
会
規
則
が
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
に
よ
る
医
学
校
の
認
定
基
準
を
参
照
し
て
い
る
。

③
州
医
師
免
許
法
の
実
効
性
確
保

医
師
免
許
法
の
実
効
性
確
保
は
、
も
と
も
と
、
裁
判
手
続
に
頼
る
他
な
か
っ
た
。
医
師
免
許
法
の
数
次
の
改
正
を
通
し
て
徐
々
に
、

医
師
免
許
法
の
実
効
性
は
、
行
政
手
続
を
通
し
て
確
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

裁
判
手
続
に
よ
る
実
効
性
確
保
に
は
、
刑
罰
に
よ
る
実
効
性
確
保
と
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
実
効
性
確
保
が
あ
る
。
刑
罰
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に
よ
る
実
効
性
確
保
と
し
て
は
、
一
八
八
二
年
に
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
免
許
法
違
反
に
対
す
る
罰
則
と
し
て
、
同
法
が
一
〇
ド
ル

以
上
一
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
ま
た
は
一
〇
日
以
上
九
〇
日
以
下
の
懲
役
を
定
め
て
い
た(205)

。
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
実
効
性

確
保
に
関
し
て
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
免
許
試
験
委
員
会
は
、
も
と
も
と
、
医
師
免
許
法
に
従
わ
な
い
者
の
訴
追
権
限
を
授
権
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
八
九
六
年
に
改
正
さ
れ
た
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
免
許
法
に
よ
っ
て
、
各
医
師
免
許
試
験
委
員
会
の
長
は
、
医

師
登
録
手
続
に
服
さ
な
い
者
に
対
し
て
、
権
限
あ
る
裁
判
所
を
通
じ
て
医
師
業
務
差
止
め
︵injunctions

︶
を
求
め
る
権
限
を
授
権

さ
れ
た(206)

。
し
か
し
、
同
委
員
会
は
事
件
を
裁
判
所
に
ほ
と
ん
ど
提
起
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
〇
八
年
改
正
法
に
よ
っ
て
、
医

師
免
許
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
事
件
を
裁
判
所
に
提
起
し
や
す
く
す
る
た
め
に
手
続
を
簡
略
化
し
た
略
式
審
判
︵sum

m
ary 

trial

︶
を
行
う
と
い
う
手
法
が
新
し
く
導
入
さ
れ
た
。

ま
た
、
行
政
手
続
に
よ
る
実
効
性
確
保
と
し
て
、
一
九
一
八
年
の
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
免
許
法
改
正
で
は
、
医
師
免
許
試
験
委
員

会
に
対
し
て
、
医
師
が
欠
格
者
と
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
、
飲
酒
・
堕
胎
等
の
行
為
で
有
罪
と
な
る
場
合
に
、
当
該
医
師
の
免
許
を

撤
回
す
る
権
限
を
授
権
し
た(207)

。
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
医
師
免
許
法
の
仕
組
み
は
、
刑
事
罰
の
賦
課
を
背
景
と
す
る
免
許
取
消
し
で
あ
る

と
い
え
る
。

︵
二
︶
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
医
師
免
許
法
と
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
医
師
会

①
医
師
免
許
委
員
会
の
設
置
お
よ
び
そ
の
免
許
付
与
権
限

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、
一
八
九
四
年
州
法
四
五
八
章
が
医
師
の
免
許
︵registration

︶
制
度
を
定
め(208)

、
そ
れ
を
所
管
す
る
州

行
政
委
員
会
と
し
て
、
医
師
免
許
登
録
委
員
会
︵B

oard of R
egistration in M

edicine. 

以
下
、﹁
委
員
会
﹂
と
い
う
。︶
を
設
置
し

た
︵
一
条
︶。
委
員
会
委
員
は
、
知
事
が
、
上
院
の
助
言
と
同
意
を
経
て
、
州
内
で
適
法
に
学
位
を
付
与
す
る
こ
と
を
法
人
認
許
状
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で
認
め
ら
れ
た
医
学
校
の
学
位
を
所
持
し
、
か
つ
、
州
内
で
一
〇
年
以
上
の
臨
床
実
務
経
験
を
持
つ
者
七
名
を
指
名
す
る
︵
一
条
︶。

医
師
免
許
の
法
定
基
準
は
、
①
二
一
歳
以
上
で
倫
理
的
な
資
質
を
持
つ
者
︵
八
条
︶、
②
州
内
で
適
法
に
学
位
を
付
与
す
る
こ
と
を

法
人
認
許
状
で
認
め
ら
れ
た
医
学
校
の
学
位
の
所
持
︵
八
条
︶、
③
当
委
員
会
が
課
す
五
科
目
の
記
述
試
験
の
合
格
︵
九
条
︶、
の
全

て
を
満
た
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
委
員
会
は
、三
つ
の
法
定
基
準
の
適
合
性
を
審
査
し
、適
合
し
て
い
る
場
合
に
は
、マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
州
内
の
医
師
免
許
を
付
与
す
る
権
限
を
有
す
る
︵
八
条
︶。

②
医
師
免
許
委
員
会
へ
の
不
服
申
立
て

一
九
一
七
年
州
法
二
一
八
章
は
、
こ
の
委
員
会
に
対
し
、
医
師
免
許
の
停
止
ま
た
は
取
消
権
限
を
授
権
し
た(209)

。
こ
の
一
九
一
七
年

法
は
、
医
師
免
許
保
持
者
が
詐
欺
、
医
療
過
誤
ま
た
は
著
し
い
違
法
行
為
を
理
由
に
有
罪
と
な
っ
た
場
合
に
、
委
員
会
は
、
ヒ
ア
リ

ン
グ(210)

を
経
て
、
当
該
医
師
免
許
を
停
止
ま
た
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
︵
一
条
︶、
委
員
会
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
義
務
付

け
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
証
人
、
弁
護
人
を
伴
う
権
利
を
定
め
た
︵
二
条
︶。

③
州
医
師
免
許
法
の
実
効
性
確
保

裁
判
手
続
に
よ
る
実
効
性
確
保
と
し
て
は
、
刑
罰
に
よ
る
実
効
性
確
保
が
あ
る
。
一
八
九
四
年
法
は
、
無
免
許
で
の
開
業
に
対
し

て
、
一
〇
〇
ド
ル
以
上
五
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
を
定
め
た
︵
一
〇
条
︶。

ま
た
、
行
政
手
続
に
よ
る
実
効
性
確
保
と
し
て
、
一
八
九
四
年
法
は
、
委
員
会
に
対
し
、
医
師
が
裁
判
所
に
お
い
て
刑
罰
を
科
さ

れ
た
場
合
、
専
門
職
と
し
て
の
実
務
に
お
け
る
犯
罪
を
理
由
に
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
経
て
、
委
員
会
委
員
全
員
一
致
で
、
当
該
医
師
免

許
の
撤
回
権
限
を
授
権
し
た
︵
四
条
︶。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
医
師
免
許
法
も
、
刑
事
罰
の
賦
課
を
背
景
と
す
る
免
許
取
消
し

で
あ
る
。
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三
　
専
門
職
自
主
法
と
州
医
師
免
許
法
と
の
接
合
の
関
係
性

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
専
門
職
自
主
法
と
州
制
定
法
と
の
接
合
︵articulation

︶(211)

の
関
係
性
を
総
括
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
特
徴

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
医
療
は
も
と
も
と
自
由
に
提
供
さ
れ
て
い
た
。
②
そ
の
後
、
各
州
に
お
い
て
医
師
免
許
制
度
が
う
ま
れ
、
州
制
定
法
が
規
制
の

枠
組
み
だ
け
を
定
め
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
医
師
会
等
の
民
間
の
医
療
職
集
団
に
対
し
て
委
任
し
、
医
療
職
集
団
が
専
門
職
自
主
法

に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
州
制
定
法
と
専
門
職
自
主
法
は
同
時
に
登
場
し
、
形
式
を
定
め

る
州
制
定
法
と
内
容
を
定
め
る
専
門
職
自
主
法
と
が
接
合
す
る
関
係
で
あ
っ
た
。
③
し
か
し
、
こ
の
医
師
免
許
制
度
は
破
綻
し
、
形

式
と
内
容
を
分
担
す
る
州
制
定
法
と
専
門
職
自
主
法
と
の
接
合
は
解
消
し
た
。
す
な
わ
ち
、
再
び
、
行
政
の
規
制
の
な
い
自
由
な
空

間
が
登
場
す
る
。
④
次
に
、
医
療
職
集
団
が
独
自
の
規
制
︵
自
主
法
規
制
︶
を
行
い
、
州
制
定
法
は
規
制
を
行
わ
な
い
と
い
う
状
況

が
登
場
し
た
。
こ
の
と
き
、
医
師
資
格
を
規
律
す
る
法
と
し
て
の
専
門
職
自
主
法
が
単
独
で
生
成
・
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
⑤
さ
ら

に
、
こ
の
専
門
職
自
主
法
の
存
在
を
前
提
に
し
て
州
制
定
法
が
登
場
す
る
。
州
制
定
法
は
、
既
存
の
専
門
職
自
主
法
を
参
照
し
、
専

門
職
自
主
法
は
州
制
定
法
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
専
門
職
自
主
法
と
州
制
定
法
と
い
う
二
つ
の
構
成
要

素
が
接
合
す
る
刑
法
、
続
い
て
行
政
法
︵
医
師
免
許
法
︶
と
い
う
法
構
造
が
う
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
行
政
法
︵
医
師
免
許

法
︶
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
組
織
、
基
準
の
定
立
、
基
準
の
個
別
適
用
と
い
う
三
つ
の
局
面
で
、
州
行
政
法
の
生
成
を
も
た
ら
す

こ
と
と
な
る
。

国
家
法
と
し
て
の
行
政
法
は
、
そ
れ
自
体
、
自
律
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
専
門
職
自
主
法
も
同
様
に
、
そ
れ
自
体
、

自
律
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
法
・﹁
法
﹂
は
相
互
に
参
照
し
取
り
込
む
関
係
を
も
っ
て
、
接
合

す
る
。
こ
の
二
つ
の
法
・﹁
法
﹂
と
い
う
構
成
要
素
は
接
合
す
る
こ
と
で
、
一
つ
の
法
構
造
を
つ
く
る
。
こ
の
二
つ
の
法
・﹁
法
﹂
に
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つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
も
重
要
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
こ
の
法
構
造
を
構
成
す
る
二
つ
の
要
素
の
接
合
に
お
け

る
関
係
性
で
あ
る
。
そ
の
接
合
の
関
係
性
の
あ
り
方
が
、
そ
れ
ら
の
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
全
体
の
法
構
造
の
特
徴
を
示

す
の
で
あ
る
。

行
政
委
員
会
は
、
規
則
制
定
権
、
そ
れ
を
個
別
に
適
用
す
る
権
限
、
そ
し
て
不
服
申
立
て
を
裁
決
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
と
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
立
法
作
用
、
行
政
作
用
、
司
法
作
用
に
準
じ
た
権
限
を
併
せ
も
つ
機
関
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、﹁
諸
権
力
﹂
統
合

的
仕
組
み
を
持
つ
行
政
権
が
う
ま
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
制
定
法
が
刑
罰
を
定
め
た
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ

れ
は
、
制
定
法
上
の
刑
罰
に
よ
る
実
効
性
の
確
保
へ
む
か
う
変
化
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節　

州
に
よ
る
﹁
行
政
の
決
定
﹂
の
司
法
審
査
に
関
す
る
法
の
生
成

一
　
州
医
師
免
許
法
制
度
の
合
憲
性
の
承
認

各
州
の
医
師
免
許
法
制
度
に
つ
い
て
、
本
節
で
は
、
連
邦
の
行
政
法
︱
︱
連
邦
の
﹁
行
政
の
決
定
﹂
に
対
す
る
司
法
審
査
の
た
め

の
法
︱
︱
に
対
応
す
る
州
の
行
政
法
が
生
成
し
て
い
る
か
を
分
析
す
る
。
各
州
医
師
免
許
法
制
度
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
当
該
制
度

を
置
く
こ
と
自
体
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。
医
師
免
許
法
制
度
の
合
憲
性
を
認
め
た
ア
メ
リ
カ
法
上
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
、

D
ent v. W

est V
irginia, 129 U

.S. 114 ︵1889

︶ 

判
決
で
あ
る
と
さ
れ
る(212)

。

︵
一
︶D

ent v. W
est V

irginia

連
邦
最
高
裁
判
決

①
ウ
エ
ス
ト
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
医
師
免
許
法
の
仕
組
み

一
八
八
二
年
に
制
定
さ
れ
た
ウ
エ
ス
ト
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
医
師
免
許
法(213)

︵
以
下
、﹁
法
﹂
と
い
う
。︶
は
、
州
内
の
全
て
の
医
師
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︵practitioner of m
edicine

︶
に
対
し
、
医
師
の
免
許
︵certificate

︶
取
得
を
要
求
し
た
。
法
は
、
保
健
委
員
会
︵the State B

oard 

of H
ealth.

以
下
﹁
委
員
会
﹂
と
い
う
。︶
に
対
し
、
医
師
免
許
申
請
者
が
、
法
定
の
三
つ
の
免
許
付
与
基
準
︱
︱
①
信
頼
に
足
る
医

学
校
の
学
位
の
所
持
、
②
一
八
八
一
年
三
月
八
日
以
前
の
、
ウ
エ
ス
ト
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
内
で
の
一
〇
年
以
上
の
医
療
の
実
務
経
験
、

③
同
委
員
会
が
課
す
医
師
免
許
試
験
の
合
格
︱
︱
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
に
、免
許
を
付
与
す
る
権
限
を
授
権
し
た︵
九

条
︶。
そ
し
て
、
無
免
許
で
医
療
を
提
供
し
た
者
は
、
特
別
な
症
例
を
扱
う
た
め
に
他
州
か
ら
招
聘
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
裁
判
所

の
裁
量
に
よ
り
、
五
〇
ド
ル
以
上
五
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
、
ま
た
は
／
お
よ
び
、
一
月
以
上
一
二
月
以
下
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る

と
定
め
た
︵
一
五
条
︶。

②
事
実
お
よ
び
争
点

D
ent

医
師
は
、A

m
erican M

edical Electic C
ollege

の
学
位
を
所
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
医
学
校
は
、
ウ
エ
ス
ト
・
バ
ー

ジ
ニ
ア
州
の
医
師
免
許
法
の
免
許
付
与
基
準
の
一
つ
で
あ
る
﹁
信
頼
に
足
る
医
学
校
﹂
で
は
な
か
っ
た
。D

ent

医
師
は
、
無
免
許

の
ま
ま
開
業
し
、
同
法
違
反
で
刑
事
訴
追
さ
れ
、
原
審
で
五
ド
ル
の
罰
金
を
科
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
で
は
、
州
の
医
師
免
許
を
も
た
な
い
医
療
行
為
を
禁
ず
る
上
記
ウ
エ
ス
ト
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
医
師
免
許
法
が
、
デ
ュ
ー
・

プ
ロ
セ
ス
を
定
め
る
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条(214)

に
違
反
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
医
師
の
既
得
権
︵the vested right

︶
を
侵
害
す

る
も
の
に
あ
た
る
か
否
か
が
、
争
わ
れ
た
。

③
法
廷
意
見
︵Field

判
事
︶

連
邦
最
高
裁
は
、
全
員
一
致
で
、D

ent

医
師
の
主
張
を
斥
け
た
。

法
廷
意
見
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
職
業
選
択
の
自
由
を
州
が
制
限
す
る
こ
と
を
認
め
た(215)

。
①
合
衆
国
の
全
人
民
が
自
ら
選
択

し
う
る
適
法
な
職
業
︵calling, business, or profession

︶
に
就
く
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
②
他
方
、
州
は
、
不
正
や
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詐
欺
か
ら
生
じ
る
帰
結
と
同
様
に
無
知
や
無
能
力
か
ら
生
じ
る
帰
結
か
ら
州
民
を
保
護
す
る
、
と
い
う
州
民
の
一
般
福
祉
︵the 

general w
elfare

︶
の
た
め
に
諸
規
則
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。
③
こ
の
州
の
権
限
は
、
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
し
う
る
。
④

た
だ
し
、
州
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
条
件
は
、
社
会
の
保
護
︵the protection of society

︶
と
い
う
目
的
に
資
す
る
限
り
で
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
個
々
人
の
職
業
選
択
の
自
由
を
恣
意
的
に
剥
奪
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
医
療
の
専
門
職
に
対
す
る
規
制
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。﹁
誰
も
が
︵
医
師
に
︶

相
談
の
機
会
を
も
つ
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
医
師
が
保
有
し
て
い
る
知
識
や
技
術
の
資
質
を
判
断
で
き
る
者
は
比
較

的
少
数
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
医
師
に
必
要
な
資
質
の
有
無
を
判
断
す
る
権
限
を
有
す
る
機
関
が
発
行
し
た
医
師
免
許
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
保
証
に
こ
そ
、
信
頼
︵reliance

︶
が
お
け
る
の
で
あ
る
﹂(216)
。

ま
た
、
免
許
付
与
要
件
に
つ
き
、﹁
州
医
師
免
許
法
は
、
免
許
申
請
者
が
州
法
の
認
め
る
医
学
校
の
学
位
を
所
持
し
な
い
場
合
、

委
員
会
が
申
請
者
に
対
し
て
試
験
を
課
す
権
限
を
授
権
し
て
い
る
。
…
…D

ent

医
師
は
、
彼
の
学
位
が
本
法
の
基
準
を
満
た
さ
な

い
と
決
定
さ
れ
た
後
、
委
員
会
が
課
す
医
師
免
許
試
験
を
受
験
す
べ
き
で
あ
っ
た
﹂(217)
。

④
判
決
の
評
価

D
ent

判
決
に
よ
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
専
門
職
に
対
す
る
政
府
規
制
︵governm

ent regulation

︶
を
正
当
化
し
政
府
規
制
の

目
的
へ
の
理
解
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
判
決
を
も
っ
て
医
療
専
門
職
に
対
す
る
現
代
的
な
規
制
の
夜
明
け
が
訪
れ
た
、
と

Tim
othy Jost

は
述
べ
る(218)

。
そ
し
てJost

は
、
医
療
が
市
場
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
と
理
解
し
、
政
府
規
制
の
必
要
性
を
、
専

門
家
と
非
専
門
家
間
、
す
な
わ
ち
市
場
に
お
け
る
供
給
者
で
あ
る
専
門
家
と
消
費
者
で
あ
る
非
専
門
家
間
の
専
門
知
の
多
寡
か
ら
説

明
す
る
。﹁
政
府
規
制
を
正
当
化
す
る
の
は
、
市
場
の
失
敗
で
あ
っ
た
。
消
費
者
で
あ
る
患
者
は
、
医
療
専
門
職
の
適
格
性
を
評
価

す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
も
た
ず
、
ま
た
仮
に
そ
れ
ら
情
報
を
入
手
で
き
た
と
し
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
連
邦
最
高
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裁
は
、
消
費
者
が
医
師
の
適
格
性
を
判
断
す
る
の
に
必
要
な
専
門
知
を
も
た
な
い
と
認
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
に
よ
る
規
制
的

介
入
は
、
消
費
者
保
護
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
﹂(219)
。﹁
こ
の
信
念
を
根
拠
に
し
て
連
邦
最
高
裁
は
、
免
許
制
度
の
目
的
を
、

専
門
職
に
必
要
な
資
質
の
確
認
と
述
べ
た
の
で
あ
る
﹂(220)
。

専
門
家
と
非
専
門
家
と
の
間
で
情
報
が
均
衡
し
な
い
こ
と
は
、
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
と
市
場
に
お
け
る
消
費
者

保
護
は
直
結
し
な
い(221)

。Jost

の
構
図
は
、
現
在
の
問
題
関
心
か
ら
、
市
場
を
想
定
し
、
そ
こ
に
お
け
る
供
給
者
と
消
費
者
を
想
定
し
、

そ
し
て
、
適
正
な
市
場
活
動
の
維
持
の
た
め
に
州
の
役
割
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
医
療
は
、
特
に
当
時
の
そ
れ
を
考
え
る

な
ら
ば
、
市
場
を
通
し
て
の
み
提
供
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
判
決
は
、
た
だ
、
情
報
の
不
均
衡
か
ら
非
専
門
職
が
損
害
を
被
る
可

能
性
が
あ
る
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、﹁
信
頼
に
足
る
医
学
校
﹂
の
判
定
基
準
お
よ
び
そ
の
適
用
の
当
否
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
医
師
免
許
付
与
基

準
に
は
、﹁
信
頼
に
足
る
医
学
校
﹂
の
学
位
の
他
に
、
委
員
会
が
課
す
試
験
の
合
格
等
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
医
師
免
許
申
請
者

の
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
る
、
と
裁
判
所
は
判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
の
ち
、
合
衆
国
お
よ
び
各
州
の
裁
判
所
は
、D

ent
判
決
を
引
用
し
て
、
各
州
議
会
に
よ
る
医
師
免
許
法
の
制
定
自
体
を
合

憲
と
し
て
い
っ
た(222)

。
そ
し
て
、
州
医
師
免
許
法
の
制
度
設
計
お
よ
び
そ
の
運
用
︱
︱
州
法
に
よ
る
州
医
師
免
許
委
員
会
の
設
置
、
州

法
に
よ
る
医
師
免
許
委
員
会
へ
の
規
則
制
定
権
・
認
定
権
・
不
服
申
立
の
裁
決
権
の
授
権
、
法
定
の
医
師
免
許
付
与
基
準
、
医
師
免

許
委
員
会
の
決
定
︱
︱
に
つ
い
て
の
司
法
判
断
が
行
わ
れ
は
じ
め
る
。
以
下
で
は
、
一
九
三
〇
年
頃
ま
で
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州

の
医
師
免
許
法
制
度
に
対
す
る
司
法
審
査
を
検
討
対
象
と
す
る
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、
東
部
一
三
州
の
中
で
も
革
新
的
な
州

の
一
つ
で
あ
り
他
州
か
ら
の
観
察
対
象
と
な
っ
て
き
た
州
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
州
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
強
力
な
医
療
職
集
団
が
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伝
統
的
に
数
多
く
登
場
し
た
こ
と
か
ら
、
医
師
資
格
の
法
的
規
律
に
お
い
て
も
、
専
門
職
自
主
法
に
よ
る
規
律
が
先
進
的
に
登
場
し
、

か
つ
、
議
会
制
定
法
が
﹁
諸
権
力
﹂
統
合
的
仕
組
み
を
形
成
す
る
過
程
に
お
い
て
、
専
門
職
自
主
法
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
本
節
で
は
、
州
医
師
免
許
委
員
会
に
よ
る
﹁
行
政
の
決
定
﹂
に
関
す
る
司
法
審
査
の
法
が
生
成
し
て
い
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
州
行
政
法
が
生
成
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
こ
こ
で
は
、﹁
行
政
の
決
定
﹂
を
左
右
す
る
専
門
職
自
主
法
に

関
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
つ
い
て
も
み
る
こ
と
と
す
る
。

︵
二
︶Law

rence v. B
oard of R

egistration

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
決

①
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
医
師
免
許
法
の
仕
組
み　

前
述
の
よ
う
に(223)

、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、
一
八
九
四
年
州
法
四
五
八
章
︵
以
下
、﹁
一
八
九
四
年
法
﹂
と
い
う
。︶
は
、
医
師

の
免
許
︵registration

︶
制
度
を
定
め
、医
師
免
許
登
録
委
員
会
︵B

oard of R
egistration in M

edicine.  

以
下
、﹁
委
員
会
﹂
と
い
う
。︶

を
設
置
し
、
委
員
会
に
免
許
付
与
権
限
を
授
権
し
、
免
許
付
与
基
準
を
定
め
た
。
そ
の
後
、
一
九
一
七
年
州
法
二
一
八
章
︵
以
下
、

﹁
一
九
一
七
年
法
﹂
と
い
う
。︶
は
、
こ
の
委
員
会
に
対
し
、
医
師
免
許
停
止
権
限
お
よ
び
取
消
権
限
を
授
権
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
一
九
一
七
年
法
は
、
医
師
免
許
保
持
者
が
詐
欺
、
医
療
過
誤
ま
た
は
著
し
い
違
法
行
為
︵gross m

isconduct

︶
を
理
由
に
有
罪
と

な
っ
た
場
合
に
、
委
員
会
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
経
て
、
当
該
医
師
免
許
を
停
止
ま
た
は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
︵
一
条
︶、

停
止
ま
た
は
取
消
し
に
際
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
義
務
付
け
と
証
人
・
弁
護
人
を
伴
う
権
利
を
定
め
︵
二
条
︶、
ま
た
、
州
最
高
裁
は

委
員
会
に
よ
る
免
許
の
停
止
ま
た
は
取
消
決
定
を
修
正
ま
た
は
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
た
︵
四
条
︶。

こ
の
一
八
九
四
年
法
お
よ
び
一
九
一
七
年
法
が
定
め
る
医
師
免
許
法
制
度
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
最
初
に
論
じ
た
の
は
、

Law
rence v. B

oard of R
egistration, 239 M

ass. 424 ︵1921

︶ 

判
決
で
あ
る
。
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②
事
実
お
よ
び
争
点

Law
rence

医
師
は
、
一
八
九
八
年
に
、
州
内
の
医
師
と
し
て
正
当
に
免
許
を
付
与
さ
れ
た
。
そ
の
後Law

rence

医
師
が
行
っ
た

堕
胎
手
術
に
つ
い
て
、
委
員
会
は
、
こ
の
堕
胎
手
術
が
著
し
い
違
法
行
為
︵gross m

isconduct

︶
に
あ
た
る
と
し
て
、
免
許
取
消
手

続
に
入
っ
た
。
委
員
会
は
、
一
九
二
〇
年
九
月
二
八
日
に
、Law
rence

医
師
を
委
員
会
に
召
喚
し
、single justice

の
前
で
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
医
師
は
、
委
員
会
の
委
員
に
対
す
る
禁
止
令
状
︵w

rit of prohibition

︶
の
発
給
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

主
な
争
点
は
、﹁
委
員
会
に
対
し
て
一
九
一
七
年
法
が
与
え
た
免
許
取
消
権
限
は
、合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
の
定
め
る
﹃
デ
ュ
ー
・

プ
ロ
セ
ス
﹄、
お
よ
び
、
州
憲
法
一
編
一
条
の
定
め
る
﹃
生
命
・
自
由
・
財
産
︵
幸
福
追
求
権
︶﹄(224)

お
よ
び
同
一
〇
条
の
定
め
る
﹃
公

共
の
用
の
た
め
の
同
意
に
基
づ
く
財
産
の
剥
奪
﹄(225)

に
反
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
は
、
医
師
免
許
付
与
お
よ
び
取
消
の
権

限
︵jurisdiction

︶
を
持
た
な
い
の
か
﹂
で
あ
っ
た(226)

。
そ
し
て
、
こ
の
争
点
に
先
立
ち
、
州
医
師
免
許
法
に
よ
る
医
師
資
格
規
制
の

合
憲
性
が
論
じ
ら
れ
た
。

③
法
廷
意
見
︵R

ugg

判
事
︶

法
廷
意
見
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、Law

rence
医
師
の
請
求
を
棄
却
し
た
。﹁
合
法
な
目
的
で
適
法
な
職
業
に
就
く
権
利
は
不

可
侵
で
あ
り
、
こ
の
権
利
は
合
衆
国
憲
法
お
よ
び
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
医
師
が
そ
の
専
門
領

域
で
働
く
権
利
は
、
他
の
職
業
を
選
択
し
て
就
業
す
る
そ
の
他
の
全
て
の
市
民
と
同
様
に
、
そ
の
性
質
か
ら
い
っ
て
自
由
で
あ
り
、

か
つ
、
財
産
権
で
あ
り
、
憲
法
の
命
令
︵constitutional m

andate
︶
は
︵
こ
の
権
利
を
︶
不
当
な
介
入
か
ら
保
護
し
て
い
る
﹂(227)
。

﹁
し
か
し
こ
の
権
利
の
不
可
侵
性
お
よ
び
保
護
は
絶
対
で
は
な
い
。
こ
の
権
利
は
、
合
理
的
な
手
段
に
よ
っ
て
公
衆
衛
生
を
保
護

す
る
と
い
う
政
府
の
最
高
の
権
利
︵the param

ount right of governm
ent

︶
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
疑
い
の
余
地
な
く
、
立

法
部
は
、
州
憲
法
のw

elfare 

条
項(228)

の
範
囲
内
で
、
社
会
構
成
員
の
一
般
的
健
康
の
促
進
の
た
め
に
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
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る
﹂(229)
。

﹁
試
験
、
登
録
お
よ
び
認
証
を
要
求
し
、︵
こ
れ
ら
の
要
求
を
満
た
さ
な
い
︶
他
の
全
て
の
者
が
医
療
実
務
に
就
く
こ
と
を
禁
止
す

る
法
は
、
い
か
な
る
憲
法
の
規
定
に
も
違
反
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
支
持
さ
れ
る
。
こ
の
有
効
性
は
、
疾
病
の
治
療
者
…
…
が
そ

の
目
的
達
成
に
必
要
な
技
術
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
必
要
な
条
件
に
依
拠
す
る
。
医
学
的
知
識
の
適
切
な
活
用
を
確
保
し
よ

う
と
い
う
倫
理
的
で
健
全
な
熱
意
は
、
医
学
的
知
識
そ
れ
自
体
と
同
様
に
、
公
衆
衛
生
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
人
格
的
公
正
さ

を
伴
わ
な
い
知
性
︵intellectual pow

er

︶
や
科
学
的
達
成
は
無
知
以
上
に
有
害
と
い
え
よ
う
。
基
本
的
な
徳
の
軽
視
と
高
度
に
訓

練
さ
れ
た
知
性
と
が
結
び
つ
く
こ
と
は
、
脅
威
で
あ
る
﹂(230)
。

④
判
決
の
評
価 

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
医
師
免
許
法
制
度
に
よ
る
医
師
の
職
業
選
択
の
自
由
の
制
限
は
、
州
憲
法
のw

elfare

条
項
に
基
づ
い

て
正
当
化
さ
れ
る
。w

elfare

条
項
は
、
合
理
的
な
手
段
に
よ
っ
て
公
衆
の
健
康
を
保
護
す
る
政
府
の
最
も
重
要
な
権
限
の
現
れ
で

あ
る
。
こ
の
権
限
は
一
般
にpolice pow

er
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

医
師
資
格
を
州
議
会
が
制
限
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
理
由
は
、
①
専
門
知
は
そ
れ
自
体
と
し
て
共
同
体
の
保
健
の
た
め
に
必

要
で
あ
る
こ
と
、
②
し
か
し
同
時
に
、
専
門
知
の
悪
用
を
阻
止
す
る
こ
と
も
共
同
体
の
保
健
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
州
議
会
は
、police pow

er

を
根
拠
に
、
専
門
知
の
活
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
医
師
資
格
を
免
許
制
と

す
る
こ
と
が
憲
法
上
承
認
さ
れ
る
。

医
師
免
許
法
制
度
の
合
憲
性
は
、
共
同
体
の
保
健
の
観
点
か
ら
医
師
の
職
業
選
択
の
自
由
を
州
が
制
約
で
き
る
の
か
と
い
う
、
権

利
を
制
約
す
る
根
拠
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
州
議
会
が
州
医
師
免
許
の
付
与
権
限
を
州
委
員
会
に
対
し
て

委
任
し
た
こ
と
は
権
力
分
立
に
反
し
な
い
の
か
と
い
う
、
統
治
構
造
の
問
題
と
し
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
点
が
指
摘
で
き
る
。
本



90法政論集　249号（2013）

論　　説

判
決
は
、
こ
の
後
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
医
師
免
許
法
の
合
憲
性
を
認
め
た
先
例
的
な
判
決
と
な
っ
て
い
る
。

二
　
州
行
政
委
員
会
が
有
す
る
免
許
付
与
・
取
消
権
限
の
合
憲
性
の
条
件

︵
一
︶Law

rence v. B
oard of R

egistration

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
決

①
法
廷
意
見

右
のLaw

rence
判
決
の
主
た
る
争
点
は
、委
員
会
の
免
許
取
消
権
限
の
合
憲
性
で
あ
っ
た
。法
廷
意
見
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

﹁
技
術
的
に
習
熟
し
た
医
師
が
、
そ
の
専
門
領
域
に
お
い
て
、
刑
法
上
の
違
法
と
ま
で
は
い
え
な
い
ま
で
も
詐
欺
や
過
誤
、
著
し

い
違
法
行
為
で
有
罪
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
医
師
は
、
共
同
体
の
保
健
︵the health of the com

m
unity

︶
と
の
関
係
で
有
害
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
﹂(231)
。

﹁
立
法
部
は
、police pow

er

を
行
使
す
る
際
に
、
医
療
実
務
を
継
続
し
う
る
の
に
十
分
な
道
徳
的
性
質
を
も
つ
こ
と
を
決
め
る
テ

ス
ト
を
、
合
理
的
な
制
限
の
範
囲
内
で
決
定
す
る
。
こ
の
制
定
法
に
は
特
に
異
論
の
余
地
は
な
い
。
請
求
人
が
医
療
行
為
を
行
う
に

つ
き
既
に
免
許
を
付
与
さ
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
は
、
本
法
で
具
体
化
さ
れ
た
規
制
が
﹃
将
来
の
立
法
﹄
と
い
う
性
質
を
も
つ
も
の

で
あ
る
と
の
抗
弁
に
基
づ
く
免
責
を
与
え
な
い
﹂(232)
。

﹁
制
定
法
は
、
証
人
お
よ
び
弁
護
人
を
伴
う
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
し
て
ま
た
裁
判
所
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
、

裁
判
官
が
要
求
し
た
場
合
に
は
委
員
会
の
事
実
認
定
の
修
正
ま
た
は
破
棄
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
医
師
の
権
利
保
護
に
と
っ
て
合

理
的
な
保
障
を
与
え
て
い
る
﹂(233)
。

②
判
決
の
評
価

医
師
免
許
法
は
、
医
師
の
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
一
方
で
、
医
師
の
権
利
を
手
続
的
に
保
護
し
て
い
る
、
と
し
て
裁
判
所
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は
委
員
会
の
医
師
免
許
取
消
権
限
を
合
憲
と
判
断
し
た
。
こ
こ
で
の
手
続
的
権
利
保
護
と
は
、
す
な
わ
ち
、
行
政
過
程
に
お
け
る
証

人
お
よ
び
弁
護
人
を
伴
う
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
意
味
し
、
か
つ
、
そ
の
後
の
司
法
審
査
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
さ
ら
に
、
そ

の
司
法
審
査
で
は
覆
審
的
審
理
︵de novo review

︶
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
よ
る
事
実
認
定
の
修
正
ま
た
は
破
棄
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
た
。
こ
れ
は
、
医
師
の
権
利
は
手
続
的
に
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

︵
二
︶D

avis v. B
oard of R

egistration in M
edicine

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
決

①
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
医
師
免
許
法
の
仕
組
み　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
医
師
の
免
許
制
度
を
定
め
た
前
述
の
一
八
九
四
年
法
は
、
そ
の
一
条
で
、
医
師
免
許
委
員
会
を
設
置
し

た
。
こ
の
一
条
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
︵
以
下
、﹁
州
法
﹂
と
い
う
。︶
一
三
章
一
〇
条
に
改
正
さ
れ
た(234)

。
一
〇
条
は
、﹁
公

の
委
員
会
︵a public board

︶
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
は
、医
師
は
、弁
護
人
を
伴
い
証
人
を
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
加
え
、

裁
判
所
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
裁
判
官
は
当
該
委
員
会
に
よ
る
事
実
認
定
を
修
正
お
よ
び
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
八
九
四
年
法
四
五
八
章
の
四
条
お
よ
び
八
条
は
、
州
法
一
一
二
章
二
条
に
改
正
さ
れ
た(235)

。
同
条
は
以
下
の
よ
う
に
定
め

る
。﹁
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
医
師
登
録
委
員
会
︵
以
下
、﹁
委
員
会
﹂
と
い
う
。︶
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
う
え
、
無
免
許
の
者
︵an 

unregistered person

︶
が
行
う
医
療
提
供
に
お
い
て
免
許
保
有
医
師
が
主
ま
た
は
従
と
し
て
医
療
提
供
し
た
こ
と
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
で

明
ら
か
と
な
っ
た
と
き
、
委
員
会
が
発
行
し
た
医
師
免
許
を
取
り
消
し
、
ま
た
は
、
一
年
以
下
の
免
許
の
効
力
の
停
止
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
﹂。

こ
の
州
法
一
一
二
章
二
条
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
の
が
、D

avis v. B
oard of R

egistration in M
edicine, 251 M

ass. 283 ︵1925

︶ 
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判
決
で
あ
っ
た
。

②
事
実
お
よ
び
争
点

委
員
会
か
ら
免
許
を
付
与
さ
れ
て
い
たD

avis

医
師
は
、
免
許
を
保
有
し
て
い
な
い
医
師
と
と
も
に
医
療
を
提
供
し
た
。
委
員
会

は
、
州
法
一
三
章
一
〇
条
に
従
い
、D

avis

医
師
に
対
し
て
、
免
許
取
消
処
分
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
旨
の
告
知
を
行
っ
た
。D

avis

医
師
は
、
委
員
会
の
取
消
手
続
に
対
し
て
差
止
め
︵in equity to enjoin

︶
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

争
点
は
、
委
員
会
が
免
許
取
消
手
続
を
進
め
た
場
合
、D

avis

医
師
に
財
産
お
よ
び
個
人
の
権
利
︵his property and personal 

rights

︶
に
回
復
で
き
な
い
損
害
が
生
じ
る
か
否
か
、そ
れ
ゆ
え
に
、こ
の
手
続
を
定
め
る
制
定
法
は
違
憲
で
あ
る
の
か
否
か
、で
あ
っ

た
。

③
法
廷
意
見
︵R

ugg

判
事
︶

法
廷
意
見
は
、D

avis

医
師
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
、Law

rence

判
決
を
引
用
し
て
、
医
師
免
許
付
与
権
限

お
よ
び
取
消
権
限
を
委
員
会
に
対
し
て
授
権
す
る
本
件
制
定
法
が
合
憲
で
あ
る
こ
と
を
認
め(236)

、
次
に
、
委
員
会
の
決
定
に
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
要
求
す
る
制
定
法
規
定
の
合
憲
性
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
公
の
委
員
会
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
、
こ
の
制
定
法
は
以

下
の
点
を
要
求
し
て
い
る
。
請
求
人
が
弁
護
人
と
証
人
と
を
伴
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
裁
判
所
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
、
そ
し
て
裁
判
所
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
裁
判
官
が
要
求
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、
委
員
会
で
の
事
実
認
定
を
修
正
ま
た
は
取
り
消
す
こ
と
、
で

あ
る
。
全
て
の
憲
法
上
の
権
利
は
保
護
さ
れ
て
い
る
﹂(237)
。

ま
た
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
告
知
に
関
し
て
、
法
廷
意
見
は
、
告
知
に
お
い
て
理
由
が
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
告
知
が
州

法
一
一
二
章
二
条
に
反
し
な
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
医
師
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
告
知
は
、
厳
密
に
解
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
告

知
の
詳
細
は
、
手
続
の
規
則
性
と
公
正
さ
︵the regularity and fairness

︶、
そ
し
て
そ
の
委
員
会
の
活
動
の
規
則
性
と
公
正
さ
に
資
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す
る
よ
う
に
、
個
別
の
事
案
毎
に
決
定
さ
れ
る
と
述
べ
た(238)

。

④
判
決
の
評
価

本
判
決
は
、﹁
手
続
の
規
則
性
と
公
正
さ
、
そ
し
て
委
員
会
の
活
動
の
規
則
性
と
公
正
さ
﹂
が
満
た
さ
れ
る
と
き
、
医
師
の
権
利

は
保
護
さ
れ
る
と
判
示
す
る
。

ま
ず
、﹁
行
政
の
決
定
﹂
と
司
法
審
査
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
制
定
法
が
、
委
員
会
の
取
消
決
定
の
後
に
司
法
審
査

を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
制
定
法
を
合
憲
と
し
た
。﹁
行
政
の
決
定
﹂
は
最
終
︵final

︶
で
は
な
い
こ
と
が
、
医
師
の
権
利
を
保

護
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
制
定
法
は
、
後
の
司
法
審
査
が
委
員
会
の
事
実
認
定
を
破
棄
す
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。

こ
れ
は
、
覆
審
的
審
査
︵de novo review

︶
で
あ
る
。﹁
行
政
の
決
定
﹂
に
対
し
て
司
法
権
がdefer

︵
謙
抑
︶
し
て
い
る
と
は
い
え

な
い
が
、
医
師
の
権
利
保
護
と
し
て
手
厚
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
し
、
行
政
手
続
と
裁
判
手
続
と
の
間
で
手
続
が
重
複
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、﹁
行
政
の
決
定
﹂
を
重
視
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る
。

次
に
、﹁
行
政
の
決
定
﹂
自
体
に
お
い
て
、
適
正
な
手
続
に
関
す
る
諸
原
則
が
要
求
さ
れ
る
。
制
定
法
に
定
め
が
な
く
と
も
、
告

知
は
要
求
さ
れ
る
。
告
知
に
は
理
由
付
記
も
要
求
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
告
知
は
厳
密
で
な
く
と
も
よ
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
ヒ
ア
リ

ン
グ
に
つ
い
て
は
、
制
定
法
に
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
機
会
、
お
よ
び
、
弁
護
人
お
よ
び
証
人
を
伴
う
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
規
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
理
由
に
、
制
定
法
に
よ
る
委
員
会
へ
の
取
消
権
限
の
授
権
を
合
憲
と
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
す
で
に
付
与
さ
れ
た
医
師
免
許
は
、
新
し
い
理
由
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
告
知
と
ヒ

ア
リ
ン
グ
は
、
制
定
法
上
の
規
定
の
有
無
に
拘
ら
ず
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
所
は
、
覆
審
的
審
査
に
よ
っ
て
﹁
行
政
の
決

定
﹂
を
最
初
か
ら
再
審
理
で
き
る
が
、
他
方
で
、
裁
判
所
は
、﹁
行
政
の
決
定
﹂
に
対
し
て
裁
判
手
続
に
類
似
の
紛
争
裁
断
手
続
、

す
な
わ
ち
、
告
知
、
対
審
構
造
等
を
要
請
し
て
お
り
、
こ
こ
に
適
正
な
行
政
手
続
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。



94法政論集　249号（2013）

論　　説

三
　
州
行
政
委
員
会
の
取
消
決
定
に
対
す
る
司
法
審
査

続
い
て
、
州
の
﹁
行
政
の
決
定
﹂
で
あ
る
州
医
師
免
許
委
員
会
に
よ
る
免
許
取
消
決
定
に
対
す
る
司
法
審
査
を
検
討
す
る
。

︵
一
︶
医
師
免
許
法
の
仕
組
み

委
員
会
に
よ
る
医
師
免
許
の
停
止
ま
た
は
取
消
し
に
対
す
る
司
法
審
査
を
定
め
た
一
九
一
七
年
法
二
一
八
章
の
四
条
は
、
州
法

一
一
二
章
六
四
条
に
改
正
さ
れ
、
六
四
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。﹁
州
最
高
裁
は
、
認
証
、
登
録
、
免
許
ま
た
は
授
権

︵certificate

、registration
、license or authority

︶
を
停
止
ま
た
は
取
り
消
さ
れ
た
者
の
請
求
に
つ
い
て
、
州
医
師
免
許
登
録
委
員

会
︵
以
下
、
委
員
会
と
い
う
。︶
の
決
定
が
明
ら
か
に
不
法
︵clearly w

rong

︶
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
、
そ
の
委
員
会
の
決

定
を
修
正
ま
た
は
破
棄
で
き
る
﹂(239)
。  

ま
た
、
委
員
会
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
定
め
た
一
九
二
一
年
法
四
七
八
章
一
条(240)

は
、
州
法
一
一
二
章
六
一
条
に
改
正
さ
れ
、
以
下
の
よ

う
に
規
定
さ
れ
た
。﹁
委
員
会
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
う
え
、
委
員
会
の
委
員
の
過
半
数
の
可
決
を
経
て
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
正
当
な

理
由
に
基
づ
い
て
、
医
師
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
﹂(241)
。

州
法
一
一
二
章
六
二
条
は
、
委
員
会
の
告
知
お
よ
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
弁
護
人
お
よ
び
証
人
を
伴
う
権
利
を
定
め
る(242)

。

︵
二
︶D

ugdale v. B
oard of R

egistration in M
edicine

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
決

①
事
実
お
よ
び
争
点

D
ugdale 

医
師
が
死
亡
し
た
二
名
の
患
者
に
十
分
な
診
療
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
著
し
い
違
法
行
為
︵gross m

isconduct

︶
に

あ
た
る
と
し
て
、
委
員
会
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
経
て
、D

ugdale

医
師
の
医
師
免
許
を
取
り
消
し
た
。D

ugdale

医
師
は
、
委
員
会

の
医
師
免
許
取
消
決
定
の
取
消
し
を
請
求
し
、
原
審
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
原
告
が
上
訴
し
、
州
最
高
裁
は
、
本
件
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D

ugdale v. B
oard of R

egistration in M
edicine, 270 M

ass. 65 ︵1930

︶ 

判
決
を
下
し
た
。

争
点
は
、
委
員
会
の
決
定
は
明
ら
か
に
不
法
で
あ
る
か
否
か
、
で
あ
る
。

②
法
廷
意
見
︵C

arroll

裁
判
官
︶

州
最
高
裁
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。﹁
委
員
会
に
よ
る
医
師
免
許
の
取
消
し
は
、
そ
の
取
消
決
定

が
﹃
明
ら
か
に
不
法
︵clearly w

rong

︶﹄
で
な
い
と
、
破
棄
さ
れ
な
い
﹂(243)
。
そ
し
て
、
本
件
の
委
員
会
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
、

﹁
委
員
会
は
証
言
を
聴
取
し
、
供
述
書
は
請
求
人
自
身
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
証
拠
の
信
頼
性
の
程
度
は
、
委
員
会
に
有
利

︵for

︶
で
あ
る
。
証
拠
に
よ
れ
ば
、
専
門
家
に
あ
る
ま
じ
き
行
為
で
あ
る
と
い
う
委
員
会
の
決
定
が
﹃
明
ら
か
に
不
法
︵clearly 

w
rong

︶﹄
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
請
求
人
は
、
委
員
会
で
の
公
正
、
公
平
か
つ
十
分
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
︵a full, fair and 

im
partial hearing

︶
を
享
受
し
て
い
る
﹂(244)
。

︵
三
︶O

tt v. B
oard of R

egistration in M
edicine

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
決 

さ
ら
に
、
委
員
会
の
取
消
決
定
に
関
し
て
、
制
定
法
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
範
囲
を
詳
細
に
定
め
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
判
断
し
た

判
決
と
し
て
、O

tt v. B
oard of R

egistration in M
edicine, 276 M

ass. 566 ︵1931

︶ 

判
決
が
あ
る
。

①
事
実
お
よ
び
争
点 

O
tt

医
師
は
、
州
医
師
免
許
を
付
与
さ
れ
て
い
た
。
委
員
会
は
、
医
師
が
堕
胎
手
術
に
同
意
し
た
こ
と
が
専
門
職
と
し
て
の
違
反

行
為
︵professional m

isconduct

︶
に
当
た
る
と
し
て
、告
知
お
よ
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
後
、彼
の
医
師
免
許
を
取
り
消
し
た
。
医
師
は
、

免
許
取
消
し
の
差
止
め
︵in equity to enjoin

︶
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
原
審
は
、
州
法
一
一
二
章
六
四
条
に
基
づ
い
て
、
委
員
会

の
取
消
決
定
を
破
棄
し
た
。
委
員
会
が
上
訴
し
た
が
、
そ
れ
を
棄
却
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。 
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争
点
は
、
委
員
会
の
決
定
は
明
ら
か
に
不
法
で
あ
る
か
否
か
、
で
あ
る
。　

②
法
廷
意
見
︵R

ugg

判
事
︶

﹁
本
件
決
定
手
続
は
、
全
体
と
し
て
、
関
連
法
規
︵
州
法
一
一
二
章
六
一
、六
二
、六
四
条
︶
に
従
っ
て
い
る
﹂(245)
。

﹁
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
範
囲
に
つ
い
て
、
制
定
法
︵
州
法
一
一
二
章
六
四
条
︶
は
詳
細
を
定
め
て
い
な
い
﹂(246)
。

（A） 

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
範
囲
に
関
す
る
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。﹁
個
々
人
や
財
産
権
に
影

響
を
与
え
る
行
政
委
員
会
や
執
行
部
の
下
に
あ
る
委
員
会
お
よ
び
そ
れ
ら
の
公
務
員
の
行
為
に
対
す
る
司
法
的
監
督
︵judicial 

supervision

︶
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
制
定
法
が
多
様
な
用
語
で
定
め
て
い
る
﹂(247)
。﹁
本
州
の
制
定
法
お
よ
び
先
例
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、﹃
エ
ク
イ
テ
ィ
の
権
限
︵
管
轄
︶
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
、
州
の
委
員
会
等
の
決
定
︵rulings

︶
を
再
審
理
、
取

消
し
ま
た
は
修
正
す
る
こ
と
︵review

, annul, m
odify or am

end

︶
は
、
法
︵law

︶
に
関
す
る
決
定
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
事
実
認
定
︵finding of fact
︶
に
は
及
ば
な
い
﹄
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂(248)
。﹁
裁
判
所
の
権
限
は
、
委
員
会
に
よ
る
決
定

が
﹃
明
ら
か
に
不
法
﹄
で
あ
る
と
き
の
み
、そ
の
決
定
を
変
更
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
︵
は
︶、エ
ク
イ
テ
ィ

の
事
件
で
、
裁
判
所
が
、
判
事
︵m

agistrate

︶
の
事
実
認
定
を
上
訴
審
︵appellate

︶
と
し
て
覆
す
の
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
と
共

通
し
て
い
る
。
…
…
請
求
さ
れ
た
裁
判
所
︵court on the petition

︶
の
管
轄
権
の
範
囲
は
、
委
員
会
が
な
し
た
決
定
の
﹃
修
正
ま

た
は
破
棄
︵revising or reversing

︶﹄
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、appeal

で
の
決
定
と
は
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
で

の
破
棄
は
、
事
実
上
、
再
審
理
︵review

︶
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、appeal

で
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
全
体
と
し
て
の
再
審
理

は
重
要
と
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
既
に
な
さ
れ
た
訴
訟
手
続
の
再
尋
問
︵reexam

ination

︶
を
意
味
す
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
訴

訟
手
続
に
は
、
争
点
の
本
案
に
関
す
る
新
し
い
審
理
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
エ
ク
イ
テ
ィ
上
請
求
さ
れ
る
通
常
の
訴

訟
、
そ
し
て
、
何
か
ら
も
影
響
を
受
け
ず
独
自
に
尋
問
し
決
定
す
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
通
常
の
訴
訟
と
同
様
の
ヒ
ア
リ
ン
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グ
お
よ
び
決
定
で
あ
る
。
…
…
委
員
会
の
決
定
は
、
全
て
の
合
理
的
な
推
定
を
伴
う
訴
え
の
場
合
に
は
好
意
的
に
審
理
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
委
員
会
の
決
定
は
、
①
そ
の
決
定
を
お
こ
な
っ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
主
宰
者
や
裁
判
官
の
公
正
さ
が
損
な
わ
れ

て
い
る
︵vitiate fairness

︶
場
合
、
②
委
員
会
の
結
論
が
、
明
ら
か
に
真
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
、
過
失
︵error or 

m
istake

︶
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
、
ま
た
は
、
法
に
根
拠
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
明
白
な
証
拠
︵plain 

proof

︶ 

が
な
い
限
り
は
、
修
正
ま
た
は
破
棄
さ
れ
な
い
﹂(249)
。

（B） 

本
件
へ
の
あ
て
は
め

　

本
件
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
、
①
委
員
会
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
継
続
お
よ
び
再
開
拒
否
に
は
、
裁
量
濫
用
が
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
、
②
委
員
会
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
主
宰
者
が
一
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
公

正
、
公
平
か
つ
十
分
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
③
し
か
し
、
証
言
の
真
実
性
や
信
頼
性
を
テ
ス
ト
す
る
た

め
の
合
理
的
な
反
対
尋
問
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
証
拠
の
信
頼
性
を
損
な
っ
て
お
り
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
公
正
、
公
平
か
つ
十

分
で
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
判
示
し
た(250)

。

そ
し
て
、﹁
委
員
会
で
あ
れ
原
審
で
あ
れ
、
決
定
︵decision

︶
が
、
公
平
さ
に
欠
け
る
︵w

anting in im
partiality

︶
行
為
、
偏
見

を
持
っ
た
態
度
︵biased attitude

︶、そ
し
て
、必
須
で
あ
る
と
こ
ろ
の
反
対
尋
問
を
認
め
な
い
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

通
常
、
そ
の
決
定
は
、
明
ら
か
に
不
法
で
あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
ら
か
に
不
法
と
い
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
示
す

十
分
な
︵heavy

︶
証
拠
の
優
越
︵preponderance of evidence
︶
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
で
は
、
重
要
な
︵vital

︶
点
に
関

す
る
証
言
に
明
ら
か
に
矛
盾
が
あ
っ
た
た
め
、
証
拠
の
優
越
は
欠
け
て
い
た
。
原
審
が
行
っ
た
命
令
、
す
な
わ
ち
委
員
会
に
よ
る
医

師
免
許
取
消
命
令
の
破
棄
は
、
認
容
さ
れ
る
﹂(251)
。

③
判
決
の
評
価
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判
決
は
、police pow

er

に
基
づ
い
て
州
議
会
が
職
業
選
択
の
自
由
を
制
約
で
き
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
判
決
は
、
当
該
自
由
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
手
続
的
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る

と
し
て
、
手
続
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
こ
の
手
続
的
な
保
護
に
と
っ
て
重
要
な
委
員
会
の
手
続
と

し
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
機
会
、
告
知
、
お
よ
び
、﹁
公
平
さ
、
偏
見
の
な
い
公
正
さ
、
反
対
尋
問
﹂
を
裁
判
所
は
要
求
し
た
。
行
政

手
続
は
、
そ
の
出
発
点
で
、
権
利
保
護
の
た
め
に
裁
判
手
続
と
相
似
形
で
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
と
行
政
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
の
み
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
政
手
続
に
司
法
審
査
が
後
続
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
判
決

は
、
上
訴
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
法
律
問
題
と
事
実
問
題
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る(252)

。
こ
の
判
決
の
こ
う
し
た
特
徴

を
み
る
と
き
、
後
の
ア
メ
リ
カ
行
政
法
の
基
本
的
な
構
成
要
素
の
原
型
が
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る(253)

。

　
本
章
で
は
、
州
に
行
政
法
が
生
成
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
医
師
資
格
の
法
的
規
律
の
構
造
を
通
し
て
み
て
き
た
。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
こ
の
構
造
は
、
最
終
的
に
は
、
専
門
職
自
主
法
と
そ
の
存
在
を
前
提
に
登
場
し
た
州
制
定
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

州
制
定
法
は
、
既
存
の
専
門
職
自
主
法
を
参
照
し
、
専
門
職
自
主
法
は
州
制
定
法
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
る
と
い
う
関
係
性
を
も
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
性
の
中
で
、
州
制
定
法
の
方
に
は
、
規
則
制
定
権
、
医
師
資
格
認
定
権
、
不
服
申
立
て
の
裁
決
権
と
い

う
﹁
諸
権
力
﹂
統
合
的
仕
組
み
が
う
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ら
の
﹁
諸
権
力
﹂
を
行
政
機
関
に
授
権
す
る
法
と
し
て
の
行
政

法
へ
の
変
化
を
み
て
と
れ
る
。
こ
こ
に
、
ア
メ
リ
カ
の
専
門
職
自
主
法
と
州
制
定
法
と
い
う
二
つ
の
構
成
要
素
が
接
合
す
る
法
構
造

の
原
型
が
み
い
だ
さ
れ
る(254)

。
裁
判
判
決
も
、
専
門
職
自
主
法
へ
の
注
目
は
な
い
も
の
の
、
州
制
定
法
の
中
に
う
ま
れ
た
﹁
諸
権
力
﹂

統
合
的
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
州
に
お
け
る
司
法
審
査
に
関
す
る
法
と
し
て
の
行
政
法
の
生
成
も

み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
一
九
三
〇
年
代
ま
で
の
司
法
審
査
に
お
い
て
は
、
専
門
職
自
主
法
を
用
い
た
制
度
と
そ
の
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運
用
の
当
否
が
争
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

注
（122）　

医
療
提
供
の
法
的
規
律
に
は
、
医
師
資
格
に
対
す
る
も
の
の
他
に
、
医
療
施
設
や
医
療
行
為
に
対
す
る
も
の
、
医
療
保
障
に
関
す
る
も
の
等
が
あ
る
。

こ
の
中
で
最
初
に
登
場
し
た
の
が
、
医
師
資
格
に
対
す
る
法
的
規
律
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
世
紀
末
ま
で
、
医
師
は
、
法
曹
と
と
も
に
、
専
門
職
と
し
て
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
中
世
以
降
、
医
師
、
聖
職
者
、
法
曹
が
三
大
専
門
職
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
と
異
な
る
。W

alter G
ellhorn, The Abuse of O

ccupational 

Licensing, 44 U
. C

H
I. L. R

EV. 6, 7-10 

︵1976

︶; P
ETER C

O
N

R
A

D & J O
SEPH W

. S
C

H
N

EID
ER, D

EV
IA

N
C

E A
N

D M
ED

IC
A

LIZATIO
N FR

O
M B

A
D

N
ESS TO S

IC
K

N
ESS 9-14 

︵expanded ed. 1992

︶︵1980

︶. 

Ｐ
・
コ
ン
ラ
ッ
ド
、
Ｊ
・
Ｗ
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
︵
進
藤
雄
三
監
訳
、
杉
田
聡
・
近
藤
正
英
訳
︶﹃
逸
脱
と
医
療
化　

悪
か

ら
病
い
へ
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
︶
一
六
︱
二
八
頁
。

　

医
師
資
格
に
対
す
る
法
的
規
律
に
は
、
専
門
職
自
主
法
に
よ
る
も
の
と
、
国
家
法
︵
議
会
制
定
法
お
よ
び
裁
判
判
決
︶
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。
医

師
資
格
だ
け
で
な
く
よ
り
広
い
意
味
で
の
医
療
提
供
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
法
的
に
規
律
す
る
際
の
専
門
職
自
主
法
と
国
家
法
と
の
接
合
の
関
係
性
は
、

本
稿
第
三
章
で
分
析
す
る
。　

（123）　

P
A

U
L S

TA
R

R, T
H

E T
R

A
N

SFO
R

M
ATIO

N O
F A

M
ER

IC
A

N M
ED

IC
EN

E 30 ︵1982
︶. 

　

建
国
の
前
後
を
通
じ
て
、国
家
の
関
与
な
し
に
結
社
が
自
然
発
生
す
る
の
は
、日
本
と
比
較
し
た
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、

一
八
四
〇
年
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
ア
メ
リ
カ
人
は
年
齢
、
境
遇
、
考
え
方
の
如
何
を
問
わ
ず
、
誰
も
が
絶
え
ず
団
体
を
つ
く
る
。
商
工

業
の
団
体
に
誰
も
が
属
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
結
社
が
他
に
あ
る
。
宗
教
団
体
や
道
徳
向
上
の
た
め
の
結
社
、
真
面
目
な
結
社

も
あ
れ
ば
ふ
ざ
け
た
も
の
も
あ
り
、
非
常
に
一
般
的
な
も
の
も
ご
く
特
殊
な
も
の
も
、
巨
大
な
結
社
も
あ
れ
ば
、
ち
っ
ぽ
け
な
結
社
も
あ
る
。
ア
メ
リ
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カ
人
は
祭
り
の
実
施
や
神
学
校
の
創
設
の
た
め
に
結
社
を
つ
く
り
、
旅
籠
を
建
設
し
、
教
会
を
建
立
し
、
書
物
を
頒
布
す
る
た
め
、
ま
た
僻
遠
の
地
に

宣
教
師
を
派
遣
す
る
た
め
に
結
社
を
つ
く
る
。
病
院
や
刑
務
所
や
学
校
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
。
つ
い
に
は
、
一
つ
の
真
理
を
顕
彰
し
、
偉

大
な
手
本
を
示
し
て
あ
る
感
情
を
世
間
に
広
め
た
い
と
き
に
も
、
彼
ら
は
結
社
を
作
る
。
新
た
な
事
業
の
先
頭
に
立
つ
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
な
ら
い
つ
も

政
府
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
な
ら
つ
ね
に
大
領
主
だ
が
、
合
衆
国
で
は
ど
ん
な
場
合
に
も
間
違
い
な
く
そ
こ
に
結
社
の
姿
が
見
い
出
さ
れ
る
﹂。
ト
ク
ヴ
ィ

ル
著
︵
松
本
礼
二
訳
︶﹃
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
︵
一
八
四
〇
年
︶
第
二
巻
・
上
﹄︵
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
︶
一
八
八
︲
一
八
九
頁
。A

LEX
IS D

E 

T
O

C
Q

U
EV

ILLE, D
EM

O
C

R
A

C
Y IN A

M
ER

IC
A 376 ︵H

enry Steele C
om

m
ager ed., H

enry R
eeve trans. 1946

︶︵1840

︶.

　

こ
の
点
、
明
治
維
新
後
の
日
本
に
つ
い
て
、
天
野
郁
夫
﹃
教
育
と
選
抜
の
社
会
史
﹄︵
筑
摩
書
房
︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︶、
二
〇
〇
六
年
︶
一
五
三
頁
は
、

﹁
大
学
や
専
門
職
団
体
、
官
僚
制
度
の
伝
統
を
持
た
ず
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
国
家
自
身
が
上
か
ら
つ
く
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂
と
述
べ
る
。

　

本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
医
療
職
集
団
は
、
植
民
地
時
代
に
登
場
し
た
医
師
会
や
医
学
校
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
登
場
し
た
専
門
医
学
会
、
病
院
、
第

三
者
評
価
認
定
機
関
等
で
あ
る
。

（124）　

も
っ
と
も
、
感
染
症
の
拡
大
防
止
等
の
公
衆
衛
生
︵public health

︶
に
つ
い
て
は
、
各
タ
ウ
ン
、
各
カ
ウ
ン
テ
ィ
、
独
立
後
に
は
各
州
政
府
も
、

police pow
er

に
基
づ
き
行
っ
て
い
た
。Edw

ard P. R
ichards, Public H

ealth Law
 as Adm

inistrative Law
: exam

ple lessons, 10 J. H
EA

LTH C
A

R
E L. &

 

P
O

LʼY 61, 63-64 ︵2007

︶.

　
﹁police pow

er

と
は
、
直
訳
す
れ
ば
﹃
警
察
権
能
、
警
察
権
限
﹄
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
﹃
警
察
﹄
と
は
わ
が
国
の
戦
前
の
内
務
省
が
取
り
仕
切
っ

た
内
政
全
般
を
指
す
よ
う
な
意
味
で
の
﹃
警
察
﹄
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
州
民
の
健
康
・
安
全
・
福
祉
を
図
る
権
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、﹃
福

祉
権
能
、
福
祉
権
限
﹄
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
﹂。
樋
口
範
雄
﹃
ア
メ
リ
カ
憲
法
﹄︵
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
︶
二
八
頁
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
行
政
法

で
い
う
行
政
警
察
に
あ
た
る
。
田
中
二
郎
﹃
新
版
行
政
法
︵
下
︶﹄︵
弘
文
堂
、
全
訂
第
二
版
、
一
九
八
三
年
︶
三
〇
頁
以
下
。 police pow

er

の
意
義
と

司
法
審
査
に
つ
い
て
、Thom

as R
. Pow

ell, Adm
inistrative Exercise of the Police Pow

er ︵pts. 1-3

︶, 24 H
A

RV. L. R
EV. 268, 333, 441 ︵1911

︶. 

高
原
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賢
治
﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
﹃
警
察
権
能
﹄
の
理
論
の
展
開
︱
︱
公
共
の
福
祉
に
つ
い
て
の
一
考
察 

一
︲
二
・
完
﹂
国
家
七
四
巻
九=

一
〇
号
二
二
頁

以
下
、
一
一=

一
二
号
二
〇
頁
以
下
︵
一
九
六
一
年
︶。　

（125）　

R
IC

H
A

R
D H

. S
H

RY
O

C
K, M

ED
IC

A
L L

IC
EN

SIN
G

 IN
 A

M
ER

IC
A, 1650-1965 14 ︵1967

︶. 

植
民
地
政
府
・
議
会
お
よ
び
の
ち
の
州
議
会
が
定
め
る
医
師
の
免
許
は
、

様
々
な
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、certificate, registration, license, authority, perm

ission, approval, approbation

等
が
あ
る
。

（126）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 14. 

同
様
の
法
は
、the D

uke of York code of 1665

の
下
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
お
よ
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
で
採
用

さ
れ
た
。Id. 

さ
ら
に
、
一
七
二
二
年
に
は
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
植
民
地
医
師
免
許
法
が
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
実
効
性
の
な
い
も
の

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。J O

H
N D

U
FFY, F

R
O

M H
U

M
O

R
S TO

 M
ED

IC
A

L S
C

IEN
C

E: A
 H

ISTO
RY

 O
F A

M
ER

IC
A

N M
ED

IC
IN

E 40 ︵2d ed. 1993

︶. 

ジ
ョ
ン
・
ダ
フ
ィ
︵
網
野

豊
訳
︶﹃
ア
メ
リ
カ
医
学
の
歴
史
﹄︵
二
瓶
社
、
二
〇
〇
二
年
︶
四
九
頁
。

（127）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 17; D

U
FFY, supra note 126, at. 40. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
四
九
頁
。

（128）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 17. 

（129）　

D
U

FFY, supra note 126, at 40. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
四
九
頁
。

（130）　

D
U

FFY, supra note 126, at 47. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
一
二
頁
。

（131）　

D
U

FFY, supra note 126, at 41. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
五
〇
頁
。
こ
の
医
師
会
は
、
当
時
の
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
大
流
行
し
た
咽
頭
ジ
ス
テ
ン
バ
ー

︵
ジ
フ
テ
リ
ア
と
猩
紅
熱
の
併
発
症
︶
へ
の
対
応
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
、
約
二
〇
年
後
に
廃
止
さ
れ
た
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
植
民
地
で
は
、

一
七
五
五
年
か
ら
一
七
八
一
年
の
間
に
、
ボ
ス
ト
ン
医
師
会
の
他
に
約
一
〇
の
医
療
職
集
団
が
創
設
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。Id.

（132）　

ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
医
師
会
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
︵
一
七
七
六
年
︶
を
経
て
現
在
ま
で
残
る
唯
一
の
医
師
会
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
医
師

会
の
創
設
史
は
以
下
を
参
照
。M

edical Society of N
ew

 Jersey, http://w
w

w
.m

snj.org/D
efault.aspx ︵last visited M

ar. 15, 2013

︶.

同
医
師
会
は
、
創
設
直
後
か
ら
、
医
師
の
地
位
と
収
入
の
ひ
き
上
げ
を
図
り
、
植
民
地
政
府
に
対
し
て
免
許
制
度
の
創
設
を
要
求
し
た
。
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
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ジ
ー
議
会
お
よ
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
のW

illiam
 Franklin

知
事
は
、
一
七
七
二
年
に
、
医
師
資
格
を
規
制
す
る
法
律
を
定
め
た
。
こ
の
一
七
七
二

年
法
は
、
内
科
医
お
よ
び
外
科
医
に
つ
い
て
、
医
療
提
供
を
希
望
す
る
者
は
全
て
、
州
最
高
裁
判
所
判
事
二
名
に
よ
る
試
験
を
受
け
承
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
こ
の
手
続
を
経
ず
に
代
金
を
得
る
た
め
に
医
療
を
提
供
し
た
者
に
対
し
て
は
罰
金
を
科
す
、
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
一
七
七
二
年
法

の
実
施
に
関
し
て
も
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
他
に
も
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
植
民
地
で
は
、
一
七
六
七
年
に
、
リ
ッ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
医
師
会
が
創
設
さ
れ
た
。
同
医
師

会
は
、
一
七
六
九
年
に
、
植
民
地
議
会
に
対
し
て
、
法
人
認
許
状
︵charter

︶
に
基
づ
く
医
師
の
試
験
と
免
許
付
与
権
限
を
請
願
し
た
。
こ
の
要
求
は
、

C
onnecticut C

ourant 

︵H
artford

︶
の
通
常
議
会
に
お
い
て
、
独
占
を
警
戒
す
る
者
と
の
間
で
論
争
と
な
り
、
結
果
と
し
て
、
医
師
会
に
対
す
る
法
人
認

許
状
は
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
リ
ッ
チ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
、
一
七
七
九
年
に
﹁
ア
メ
リ
カ
の
一
三
州
で
最
初
の
医
師
会
﹂

が
創
設
さ
れ
た
、
と
い
わ
れ
る
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 17-18.

（133）　

一
八
世
紀
半
頃
の
ア
メ
リ
カ
の
医
師
の
教
育
歴
は
、
五
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
は
、
教
育
を
受
け
た
医
師
︵educated physicians

︶
で

あ
る
。
彼
ら
は
、
概
ね
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
で
医
学
の
学
位
を
取
得
し
た
者
、
教
育
を
受
け
た
医
師
の
下
で
徒
弟
奉
公
し
た
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学

に
留
学
し
た
者
︵
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
留
学
先
は
、
ラ
イ
デ
ン
大
学
、
時
代
が
下
が
る
と
エ
ジ
ン
バ
ラ
大
学
や
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
が
中

心
で
あ
っ
た
。︶、
ア
メ
リ
カ
の
医
学
校
を
卒
業
後
、
定
評
あ
る
開
業
医
の
下
で
医
学
を
学
ん
だ
者
で
あ
る
。
第
二
は
、
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
の
中
で
徒

弟
奉
公
を
終
え
た
医
師
、
第
三
は
、
民
間
療
法
師
、
こ
れ
に
は
接
骨
師
、
薬
草
研
究
家
、
助
産
師
が
含
ま
れ
る
。
第
四
に
、
聖
職
医
、
そ
し
て
第
五
に
、

自
称
医
師
が
加
わ
る
。D

U
FFY, supra note 126, at 18-19. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
二
二
頁
。

（134）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 17.

（135）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 16-17.

（136）　

D
U

FFY, supra note 126, at 33. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
四
〇
︲
四
二
頁
。
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（137）　
D

U
FFY, supra note 126, at 131. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
一
六
〇
頁
。

（138）　
D

U
FFY, supra note 126, at 134. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
一
六
三
頁
。

（139）　

D
U

FFY, supra note 126, at 44. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
五
三
頁
。

（140）　

天
野
郁
夫
﹃
教
育
と
選
抜
の
社
会
史
﹄︵
筑
摩
書
房
︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︶、
二
〇
〇
六
年
︶
八
五
︲
九
〇
頁
。

　

天
野
郁
夫
に
よ
れ
ば
、
ギ
ル
ド
等
の
職
業
集
団
は
、﹁
成
員
を
一
定
の
条
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
利
益
を
守
り
、
ま
た

社
会
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
同
業
組
合
は
、
資
格
制
度
と
資
格
付
与
と
い
う
二
つ
の
機
能
﹂
を
果
た
し
て
い
た
。

天
野
・
同
五
三
頁
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
大
学
も
、﹁
他
の
ど
の
ギ
ル
ド
に
も
ま
し
て
明
確
に
規
定
さ
れ
た
資
格
の
認
定
と
付
与
の
制
度
を
持
っ

て
い
た
﹂。
天
野
・
同
六
〇
頁
。
中
世
社
会
で
は
教
会
、
大
学
、
ギ
ル
ド
等
が
、
神
職
、
法
曹
、
医
師
等
の
専
門
職
の
職
業
資
格
を
与
え
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
専
門
職
集
団
の
職
業
資
格
授
与
権
は
、
各
集
団
が
独
占
し
て
い
た
の
で
は
な
く
共
存
し
て
い
た
。
天
野
・
同
八
六
頁
。

　

そ
し
て
、
こ
の
資
格
の
認
定
制
度
を
整
備
し
そ
れ
を
運
用
す
る
た
め
に
、
各
大
学
や
各
ギ
ル
ド
は
自
主
的
に
、
資
格
認
定
の
た
め
の
法
を
定
立
し
た

の
で
あ
る
。W

alter G
ellhorn

に
よ
れ
ば
、﹁
中
世
の
ギ
ル
ド
は
、
本
来
は
、
そ
の
構
成
員
の
信
用
に
、
関
心
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
職

人
や
商
人
は
、﹃
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
基
準
を
遵
守
す
れ
ば
全
体
の
信
用
が
高
ま
る
で
あ
ろ
う
﹄
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
﹂︵﹃
﹄
は
筆
者
。︶。

同
時
に
、
各
大
学
や
各
ギ
ル
ド
は
、
自
ら
が
組
織
と
し
て
存
続
し
て
い
く
た
め
に
、
集
団
内
部
を
管
理
す
る
た
め
の
法
も
自
主
的
に
定
立
し
た
。
こ
れ

ら
大
学
や
ギ
ル
ド
は
、
そ
の
集
団
内
部
に
お
い
て
、﹁
立
法
、
司
法
、
財
政
の
性
質
を
も
つ
事
実
上
完
全
な
統
治
権
力
を
行
使
し
て
い
た
﹂
の
で
あ
る
。

W
A

LTER G
ELLH

O
R

N, I N
D

IV
ID

U
A

L F
R

EED
O

M A
N

D G
O

V
ER

N
M

EN
TA

L R
ESTR

A
IN

TS 113 ︵1968
︶.

ゲ
ル
ホ
ー
ン
著
︵
猪
俣
幸
一
、鵜
飼
信
成
、橋
本
公
亘
、和
田
英
夫
訳
︶

﹁
生
計
を
た
て
る
権
利
﹂﹃
言
論
の
自
由
と
権
力
の
抑
圧
﹄︵
岩
波
現
代
叢
書
、
一
九
五
九
年
︶
一
三
六
頁
。

（141）　

D
U

FFY, supra note 126, at 7-9. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
一
二
頁
。

（142）　

A
ndrew

 A
. Sandor, The H

istory of Professional Liability Suits in the U
nited States, 163 JA

M
A

 459, 459-460 ︵1992

︶. 

山
口
龍
之
﹃
米
国
医
療



104法政論集　249号（2013）

論　　説

と
快
楽
主
義
﹄︵
信
山
社
、
一
九
九
五
年
︶
六
九
︲
一
四
八
頁
。

（143）　

ま
た
、
医
療
保
障
は
、
私
人
間
の
互
助
が
中
心
で
あ
っ
た
。
私
人
間
の
互
助
は
、
私
保
険
あ
る
い
は
慈
善
事
業
と
な
っ
て
現
れ
て
い
た
。

（144）　

以
下
本
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
一
部
の
州
で
は
、
一
八
〇
〇
年
頃
か
ら
一
八
三
〇
〇
年
代
ま
で
、
一
時
的
に
医
師
免
許
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
し
か
し
州
に
よ
っ
て
は
、
一
九
二
〇
年
代
ま
で
医
師
資
格
に
対
す
る
法
的
規
制
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 22.

（145）　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
医
師
会
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
中
で
、
最
も
初
期
に
創
設
さ
れ
、
構
成
員
数
も
多
か
っ
た
。Eric H

. C
hiristianson, 

M
edicine in N

ew
 England, in M

ED
C

IN
E IN

 TH
E N

EW W
O

R
LD

: N
EW S

PA
IN, N

EW F
R

A
N

C
E A

N
D

 N
EW E

N
G

LA
N

D 127-37 ︵R
O

N
A

LD L. N
U

M
B

ER
S ed., 1987

︶.

　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
医
師
会
の
創
設
の
歴
史
は
、
以
下
も
参
照
。The M

assachusetts M
edical Society, http://w

w
w

.m
assm

ed.org/C
ontent/

N
avigationM

enu10/A
boutM

M
S/H

istory/H
istory.htm

 ︵last visited M
ar. 15, 2013

︶.

　

ま
た
、
こ
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
医
師
会
が
創
刊
し
た
医
学
誌
は
、
現
在
で
は
世
界
最
高
峰
の
権
威
を
誇
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同

医
師
会
は
、
一
八
一
二
年
、
医
学
誌
﹁The N

ew
 England Journal of M

edicine and Surgery and C
ollateral B

ranches of Science

﹂
を
創
刊
し
た
。

こ
の
医
学
誌
は
、
数
次
の
改
編
を
経
て
、
一
九
二
八
年
に
﹁The N

ew
 England Journal of M

edicine

﹂
と
改
称
さ
れ
、
現
在
ま
で
継
続
し
て
発
行
さ
れ

て
い
る
。The N

ew
 England Journal of M

edicine

は
、
厳
格
な
査
読
制
度
︵
レ
フ
ェ
リ
ー
・
シ
ス
テ
ム
︶
を
採
用
し
て
お
り
、
現
在
、
医
学
総
合
誌
と

し
て
は
他
の
論
文
に
引
用
さ
れ
る
頻
度
︵im

pact factor

︶
が
最
も
高
く
、世
界
五
大
医
学
誌
の
一
つ
︵
他
の
四
誌
は
、The Lancer: 

イ
ギ
リ
ス
外
科
学
会
、

A
nnals of Internal M

edicine: 

ア
メ
リ
カ
内
科
学
会
、B

ritish M
edical Journal: 

イ
ギ
リ
ス
医
師
会
、Journal of the A

m
erican M

edical A
ssociation: 

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︶
で
あ
る
。A

llan M
. B

randt, Ph.D
., A Reader's G

uide to 200 Years of the N
ew

 England Journal of M
edicine, 366 N

EW E
N

G. J. 

M
ED. 1, 6 ︵2012

︶. 　

　

な
お
、
独
立
戦
争
終
結
直
後
、
大
西
洋
沿
岸
部
の
他
の
州
で
も
医
師
会
が
登
場
し
始
め
た
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 23.

（146）　

1781 M
ass. A

cts 15. 

州
の
法
人
法
の
規
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。﹁
医
師
会
の
長
お
よ
び
構
成
員
は
、
内
科
医
お
よ
び
外
科
医
の
全
て
の
申
請
者
に
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試
験
を
課
し
、
申
請
者
が
専
門
職
と
し
て
の
技
術
を
も
ち
、
医
師
と
し
て
実
務
に
つ
く
こ
と
に
適
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

申
請
者
に
対
し
当
該
医
師
会
の
免
許
証
︵the approbation of the Society

︶
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
﹂。

（147）　

http://w
w

w
.m

assm
ed.org/C

ontent/N
avigationM

enu10/A
boutM

M
S/H

istory/H
istory.htm

 ︵last visited M
ar. 15, 2013

︶.

（148）　

C
hiristianson, supra note 145, at 135. 

の
ち
に
、
ア
メ
リ
カ
の
医
学
校
は
、
大
学
附
置
の
医
学
校
と
、
大
学
と
は
関
係
を
持
た
な
い
私
立
の
職
業
学

校
︵proprietary institutions

︶
に
大
別
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（149）　

Id; S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 25; D

U
FFY, supra note 126, at 139-140. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
一
六
九
頁
。

（150）　

D
uffy

は
、
こ
の
二
重
制
度
、
す
な
わ
ち
、
複
数
の
免
許
付
与
権
限
者
の
存
在
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
の
継
受
を
み
い
だ
し
て
い
る
。D

U
FFY, supra 

note 126, at 140. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
一
六
九
︱
一
七
〇
頁
。

　

コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
は
、
州
の
医
師
会
とYale

大
学
に
附
置
さ
れ
た
医
学
校
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
る
合
同
の
委
員
会
︵joint board

︶
を
設
立
し
、

申
請
者
の
試
験
を
行
っ
た
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 26. 　

 

（151）　

さ
ら
に
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
全
て
の
州
で
は
一
八
三
〇
年
ま
で
に
医
師
会
が
創
設
さ
れ
た
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 23.

（152）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 23.

（153）　

Id. at 24.

（154）　

Id. at 23-25.

（155）　

Id. 

（156）　
﹁
祖
父
条
項
︵grandfather clause

︶﹂
と
は
、
現
行
法
令
制
定
以
前
に
既
に
医
師
と
し
て
開
業
し
て
い
た
者
に
は
、
現
行
法
令
を
適
用
し
な
い
こ
と
を

定
め
る
規
定
で
あ
る
。C

LA
R

K C
. H

AV
IG

H
U

R
ST, J A

M
ES F. B

LU
M

STEIN & T
RY

EN A
. B

R
EN

N
A

N, H
EA

LTH C
A

R
E L

AW A
N

D P
O

LIC
Y 839 ︵2d ed. 1998

︶.

（157）　

m
andam

us

と
は
﹁
法
律
上
あ
る
公
的
職
務
を
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
者
が
そ
の
職
務
を
行
わ
な
い
と
き
に
、
そ
の
履
行
を
命
ず
る
令
状
﹂



106法政論集　249号（2013）

論　　説

で
あ
る
。
田
中
英
夫
﹃
英
米
法
総
論
︵
下
︶﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
︶
五
七
七
頁
。

（158）　
﹁
医
業
の
禁
止
︵prohibitions

︶
は
、
相
当
具
体
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
一
八
一
三
年
お
よ
び
一
八
一
八
年
の
法
律
は
、

﹁
薬
草
療
法
︵bontanist

︶、root 

、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
医
師
︵Indian doctors

︶、
お
よ
び
そ
の
他
の
似
非
医
師
︵quacks

︶
等
の
正
規
訓
練
を
受
け
て
い

な
い
免
許
申
請
者
︵irregular bred contenders

︶﹂
に
よ
る
医
療
の
提
供
を
禁
止
し
た
。
通
常
、
制
裁
︵penalty

︶
は
、
有
料
で
医
療
を
提
供
し
た
と
き

の
み
科
さ
れ
た
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 25. 

そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
訴
訟
で
は
、
無
免
許
開
業
医
は
単
に
料
金
徴
収
の
法
的
権
利
を
否
定
さ
れ
た

だ
け
で
あ
っ
た
。D

U
FFY, supra note 126, at 139-140. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
一
六
九
頁
。

（159）　

S
TA

R
R, supra note 123, at 56; D

U
FFY, supra note 126, at 167-202. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
二
〇
一
︲
二
二
四
頁
。

（160）　

一
八
〇
〇
年
前
後
、
医
学
は
ま
だ
近
代
化
を
迎
え
て
い
な
い
。
近
代
医
学
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
抗
生
剤
や
殺
菌
剤
等
の
医
薬
品
の
使
用
、
麻
酔
や
放

射
線
を
用
い
た
外
科
手
術
等
を
用
い
た
医
学
か
ら
始
ま
る
。﹁
科
学
の
世
紀
﹂と
い
わ
れ
る
一
九
世
紀
、特
に
そ
の
後
半
の
麻
酔
法
の
発
見︵
一
八
四
五
年
︶、

消
毒
法
の
発
見︵
一
八
六
七
年
︶、レ
ン
ト
ゲ
ン
に
よ
るX

線
の
発
見︵
一
八
九
五
年
︶、細
菌
学
・
病
理
学
・
生
理
学
・
基
礎
科
学
の
急
速
な
発
展︵
一
八
九
〇

︲
一
九
一
〇
年
︶
が
、
医
学
の
近
代
化
の
背
景
に
あ
る
。S

TA
R

R, supra note 123, at 58.

　

し
た
が
っ
て
、
医
療
は
、
内
科
的
治
療
が
中
心
で
あ
り
、
医
療
提
供
の
場
は
医
療
施
設
で
は
な
く
家
庭
で
あ
っ
た
。S

TA
RR, supra note 123, at 56-60.

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 37.

（161）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 27; D

U
FFY, supra note 126, at 141. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
一
七
〇
頁
。
山
口
・
前
掲
注

（142）
九
二
頁
。

（162）　

専
門
職
の
資
格
の
付
与
に
つ
い
て
は
、
医
師
だ
け
で
な
く
法
曹
に
つ
い
て
も
同
様
の
経
緯
を
辿
っ
た
。
田
中
英
夫
﹃
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
︵
上
︶﹄︵
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
︶
三
八
二

－

三
八
八
頁
。
松
浦
・
前
掲
注
�
五
五

－

七
一
頁
。

（163）　

た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
の
医
師
免
許
法
は
、
一
七
九
二
年
に
公
布
、
一
七
九
七
年
に
施
行
さ
れ
た
が
、
一
八
四
四
年
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
他

の
州
に
つ
い
て
、S

TA
R

R, supra note 123, at 58. 
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（164）　
R

eagan, supra note 120, at 238; S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 27. 

（165）　
S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 27.
（166）　

R
eagan, supra note 120, at 238; S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 27.

（167）　

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
創
設
を
強
く
提
唱
し
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
医
師
会
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
医
師
会
は
、
医
学
校
が
、

教
育
機
能
と
免
許
付
与
権
限
を
併
せ
も
つ
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
。S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 33-35.

　

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
は
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
て
設
立
さ
れ
、
現
在
は
イ
リ
ノ
イ
州
シ
カ
ゴ
に
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
。The A

m
erican 

M
edical A

ssociation, http://w
w

w
.am

a-assn.org/am
a/hom

e.page

︵last visited M
ar. 15, 2013

︶.

　

現
在
、
ア
メ
リ
カ
に
は
、
全
米
レ
ベ
ル
の
任
意
加
入
の
医
師
会
と
し
て
、A

M
A

の
ほ
か
に
、The N

ational M
edical A

ssociation

︵N
M

A

︶、
お
よ
び
、

The A
m

erican O
steopathy A

ssociation
︵A
O

A

︶
が
あ
る
。N

ational M
edical A

ssociation

︵N
M

A

︶
は
、A

M
A

と
同
じ
く
西
洋
医
学
を
修
め
た
医

師
の
う
ち
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
医
師
に
よ
り
、
一
八
九
五
年
に
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
で
創
設
さ
れ
た
。
現
在
、
本
部
は
メ
リ
ー
ラ
ン

ド
州
シ
ル
バ
ー
・
ス
プ
リ
ン
グ
に
あ
り
、
加
入
者
数
は
約
三
万
人
で
あ
る
。The N

ational M
edical A

ssociation, http://w
w

w
.nm

anet.org/

︵last 

visited M
ar. 15, 2013

︶.

ま
た
、The A

m
erican O

steopathy A
ssociation

︵A
O

A

︶
は
、
西
洋
医
学
を
修
め
た
医
師
か
ら
構
成
さ
れ
るA

M
A

お
よ
び

N
M

A

と
は
異
な
り
、
オ
ス
テ
オ
パ
シ
ー
医
学
︵
前
掲
注
⒀
参
照
︶
を
修
め
た
医
師
に
よ
り
、
一
八
九
七
年
に
ミ
ズ
ー
リ
州
カ
ー
ク
ス
ビ
ル
に
て
創
設
さ

れ
た
。
現
在
、
本
部
は
イ
リ
ノ
イ
州
シ
カ
ゴ
に
あ
り
、
加
入
者
数
は
ア
メ
リ
カ
の
他
イ
ギ
リ
ス
等
二
四
か
国
に
八
万
人
以
上
を
擁
す
る
。The A

m
erican 

O
steopathy A

ssociation,　

http://w
w

w
.osteopathic.org/Pages/default.aspx

︵last visited M
ar. 15, 2013

︶.

　

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
で
最
大
の
医
療
職
集
団
で
あ
り
強
力
な
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
う
こ
と
で
も
名
高
く
、﹁
ア
メ
リ
カ

医
師
会
﹂
と
い
う
場
合
、
通
常
、A

m
erican M

edical A
ssociation

︵A
M

A

︶
を
指
す
。
以
下
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
と
表
記
す
る
。

　

Shryock

は
、
同
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。﹁
ほ
と
ん
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
一
八
二
〇
年
か
ら
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一
八
六
〇
年
に
か
け
て
、
科
学
の
発
展
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
改
善
す
る
た
め
に
、
国
家
レ
ベ
ル
で
医
学
お
よ
び
科
学
の
集
団
︵society

︶
を

形
成
し
始
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
ギ
ル
ド
と
い
う
よ
り
は
、
す
べ
て
の
正
規
の
医
師
︵regular practitioners

︶
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
合

衆
国
で
も
同
様
の
自
発
的
な
集
団
︵society

︶
の
必
要
性
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
﹂。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 33.

（168）　

R
eagan, supra note 120, at 238.

（169）　

L
ESLIE J. R

EA
G

A
N, W

H
EN A

B
O

RTIO
N W

A
S A C

R
IM

E: W
O

M
EN, M

ED
IC

IN
E, A

N
D L

AW IN T
H

E U
N

ITED S
TATES, 1867-1973 10 ︵1997

︶.

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
は
、
各
州
議
会
に
対
し
て
、
医
師
免
許
法
の
再
制
定
も
働
き
か
け
た
。Tim

othy Jost

に
よ
れ
ば
、﹁
ア
メ
リ
カ

医
師
会
︵A

M
A

︶
は
、
西
洋
医
学
で
は
な
い
他
の
流
派
︵thom

psonian

医
学
、Eclectics

医
学
等
︶
の
医
師
、
程
度
の
低
い
医
学
校
出
身
の
医
師
、
訓

練
を
受
け
て
い
な
い
素
人
の
治
療
者
等
と
の
競
争
に
勝
利
す
る
こ
と
が
念
頭
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
職
の
免
許
規
制
は
当
初
、
公
衆
に
資
す

る
と
同
時
に
、
専
門
職
を
保
護
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
…
…
医
師
免
許
法
の
制
定
は
、
素
人
と
専
門
職
と
の
境
界
線
を
引
く
と
同
時
に
、
専
門
職
間

の
境
界
線
を
引
く
こ
と
を
意
味
し
た
﹂。Tim

othy S. Jost, Introduction—
Regulation of the H

ealthcare Professions, in T
IM

O
TH

Y S. J O
ST ed., 

R
EG

U
LATIO

N O
F T

H
E H

EA
LTH

C
A

R
E P

R
O

FESSIO
N

S 2-3 ︵1997
︶.

　

ア
メ
リ
カ
医
師
会︵A

M
A

︶は
、医
学
校
が
教
育
機
能
と
免
許
付
与
機
能
の
両
方
を
併
せ
も
つ
こ
と
を
批
判
し
た
。
そ
こ
で
、ア
メ
リ
カ
医
師
会︵A

M
A

︶

は
、
主
と
し
て
、
①
医
学
教
育
お
よ
び
医
師
免
許
付
与
の
基
準
を
高
め
る
こ
と
、
②
医
学
校
修
了
と
同
時
の
医
師
免
許
付
与
を
な
く
す
こ
と
、
こ
の
二

点
を
活
動
の
中
心
に
お
く
こ
と
と
し
た
。
こ
こ
で
、
医
療
職
集
団
ま
た
は
州
議
会
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
る
医
師
教
育
、
医
師
試
験
、
医
師
資
格
認
定
と

い
う
流
れ
が
、
明
確
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

医
師
免
許
制
度
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
述
べ
る
。

（170）　

R
EA

G
A

N, supra note 169, at 10; R
eagan, supra note 120, at 238.

（171）　

R
EA

G
A

N, supra note 169, at 8.　
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（172）　
Id. at 13.

　

現
在
の
各
州
刑
法
は
、
州
の
医
師
免
許
保
有
医
師
の
み
に
堕
胎
行
為
を
認
め
て
い
る
。E.g., G

A. C
O

D
E A

N
N. 

§ 16-12-141

︵b

︶︵2

︶︵2012

︶.
　

ま
た
、
二
〇
世
紀
に
入
り
堕
胎
の
場
が
自
宅
か
ら
病
院
へ
変
わ
る
と
、
一
部
の
州
の
刑
法
は
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
以
降
の
改
正
で
、
民
間
の
病
院

機
能
第
三
者
評
価
機
関
が
認
定
し
た
病
院
だ
け
が
適
法
に
堕
胎
手
術
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
違
法
性
阻
却
規
定
を
設
け
た
。E.g., G

A. C
O

D
E A

N
N. 

§ 26-1202

︵b
︶︵4
︶︵1968

︶. 

こ
の
よ
う
な
規
定
に
対
す
る
司
法
審
査
は
、
本
稿
第
三
章
で
検
討
す
る
。

（173）　

Id. at 11. 

こ
れ
を
、R

eagan

は
、
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
克
服
で
あ
る
と
捉
え
た
。Id.

（174）　

Id. at 10; S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 27.  　

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
の
み
が
専
門
知
を
有
す
る
と
い
う
主
張
は
、
一
八
四
〇
年
代
と
一
八
五
〇
年
代
に
、
医
療
過
誤
の
刑
事
裁
判
で
、

素
人
で
構
成
さ
れ
る
陪
審
に
代
わ
っ
て
判
事
に
助
言
を
与
え
る
医
療
専
門
委
員
会
の
設
置
へ
と
結
実
し
た
。
当
時
、医
療
過
誤
訴
訟
が
急
増
し
、し
か
し
、

医
療
専
門
職
で
な
い
素
人
の
陪
審
は
、
医
療
過
誤
の
被
害
者
に
対
し
て
同
情
的
だ
っ
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。R

eagan, supra note 120, at 237.

（175）　

R
EA

G
A

N, supra note 169, at 14. 

（176）　

H
arold I. A

bram
son, A Fifth Branch of G

overnm
ent: The Private Regulators and Their C

onstitutionality, 16 H
A

STIN
G

S C
O

N
ST. L.Q

. 165, 168 

︵1989

︶; Eleanor D
. K

inney, Private Accreditation as A Substitute for D
irect G

overnm
ent Regulation in Public H

ealth Insurance Program
s: 

W
hen Is It Appropriate?, 4 L

AW &
 C

O
N

TEM
P. P

R
O

B
S 47, 49

︵1995
︶.

（177）　

他
方
、
医
師
の
資
質
を
基
準
の
レ
ベ
ル
に
固
定
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

（178）　

Louis L. Jaffe, Law
 M

aking by Private G
roups, 51 H

A
RV. L. R

EV. 201, 228-31 ︵1937

︶. 

ま
た
、
一
八
七
〇
年
代
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー

ル
に
お
い
てC

hristopher C
. Langdell

の
導
入
し
た
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
が
、﹁
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
全
米
的
性
格
﹂
の
主
張
を
可
能
と
し
、
州
毎
の
差
異

を
超
え
て
体
系
的
統
一
的
に
法
を
捉
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
に
よ
る
州
法
の
統
一
と
共
通
の
傾
向
を
示
し
て
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い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
松
浦
・
前
掲
注
�
七
八

－

七
九
頁
。

（179）　
J O

H
N D

U
FFY ed., T

H
E R

U
D

O
LPH M

ATA
S H

ISTO
RY O

F M
ED

IC
IN

E IN L
O

U
ISIA

N
A 403 ︵v.2 1962

︶.
（180）　

Id. at 404.　
 

（181）　

田
中
・
前
掲
注

（162）
一
九
頁
以
下
。
治
安
判
事
の
名
称
は
、m

agistrate, justice of the peace

等
、
統
治
単
位
ご
と
に
様
々
で
あ
る
。
三
个
月
章
﹁
英
米

に
お
け
る
治
安
判
事
に
よ
る
裁
判
の
研
究
︱
︱
素
人
に
よ
る
裁
判
制
度
の
批
判
的
考
察
﹂﹃
民
事
訴
訟
法
研
究　

第
六
巻
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
︶

三
九
六
頁
以
下
。
田
中
英
夫
﹁
英
米
に
お
け
るPrivate A

ct

︵
個
別
法
律
︶
︱
︱
英
米
の
立
法
権
の
概
念
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
法
学
協
会
百
周
年
記
念

論
集　

第
二
巻
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
︶
九
五
頁
以
下
の
ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
分
析
を
参
照
。

（182）　

し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
医
師
は
免
許
の
申
請
を
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
治
安
判
事
も
、
医
師
免
許
法
へ
の
不
服
従
に
対
す
る
制
裁
は
行
わ
な

い
等
、
医
師
免
許
法
を
実
施
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。D

U
FFY, supra note 179, at 403-404. 

医
療
は
ひ
き
続
き
自
由
に
提
供
さ
れ
、
多
様
な
教
育
歴
や

経
歴
を
も
つ
医
師
間
に
お
け
る
対
立
は
激
し
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ま
た
公
衆
も
、受
診
の
際
、医
師
免
許
の
有
無
に
捉
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

D
U

FFY, supra note 179, at 405. 

そ
こ
で
、
教
育
を
受
け
た
医
師
ら
は
、
一
八
七
八
年
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
レ
ベ
ル
の
医
師
会
を
再
編
し
、
公
衆
と
州
議
会

の
両
方
に
医
師
免
許
法
の
改
正
を
働
き
か
け
た
。http://w

w
w

.lsbm
e.louisiana.gov/H

istory%
20of%

20the%
20B

oard.htm

︵last visited M
ar. 15, 

2013

︶.

（183）　

本
節
は
、S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 52-53

に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。

（184）　

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
会
長
で
あ
りJournal of A

m
erican M

edical A
ssociation

の
創
刊
者
で
も
あ
るN

athan D
avis

医
師
は
、
州
の
医
師
会

に
対
す
る
免
許
付
与
権
限
の
授
権
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
、
州
の
立
法
者
が
医
師
会
に
従
う
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
医
学
校

に
免
許
付
与
権
限
を
与
え
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
一
八
七
〇
年
代
お
よ
び
八
〇
年
代
を
通
じ
て
、
科
学
の
発
展
を
背
景
に
、
医
学
校
は
、
教
育

の
場
と
し
て
の
病
院
と
の
連
携
を
つ
よ
め
、
そ
の
結
果
、
一
八
八
〇
年
代
末
ご
ろ
か
ら
徒
弟
制
が
衰
退
し
た
の
で
あ
っ
た
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, 
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at 47. 

こ
の
時
期
、
医
師
免
許
法
の
制
定
を
促
し
た
背
景
に
は
、
専
門
性
の
高
度
化
と
い
う
新
し
い
事
情
も
あ
っ
た
。

（185）　
S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 53-54. 
　

医
学
校
の
認
定
活
動
は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
のD

avis

基
準
に
基
づ
く
も
の
ほ
か
に
、
カ
ー
ネ
ギ
ー
財
団
の
援
助
を
受
け
た

一
九
〇
五
年
のFlexner

報
告
が
あ
る
︵
注
一
九
〇
で
後
述
す
る
。︶。

　

ま
た
、
一
八
八
九
年
創
設
のJohn H

opkins hospital

も
、
医
学
教
育
の
全
日
制
化
や
臨
床
教
育
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
る
。M

ichael S. 

Young &
 R

achel K
. A

lexander, Recognizing The N
ature of Am

erican M
edical Practice: An Argum

ent For Adopting Federal M
edical Licensure, 

13 D
EP

A
U

L J. H
EA

LTH C
A

R
E L. 145, 157-58 ︵2010

︶.

（186）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 55.

（187）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 48. 

ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
等
の
東
部
二
州
と
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
以
西
の
多
く
の
州
で
は
、
二
〇
世
紀
に
入
る
ま
で
、
医
師
免

許
の
試
験
制
度
が
整
備
さ
れ
な
か
っ
た
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 48.

（188）　

S
H

RY
O

C
K, supra note 125, at 54.

（189）　

https://w
w

w
.aam

c.org/

︵last visited M
ar. 15, 2013

︶. 
こ
の
協
会
は
、
医
学
校
の
入
学
試
験
の
質
保
証
を
行
っ
て
い
る
。
一
八
九
四
年
当
時
、
こ
の

協
会
の
構
成
員
資
格
を
も
つ
医
学
校
は
、
医
学
校
へ
の
入
学
試
験
の
実
施
、
お
よ
び
、
四
年
以
上
の
教
育
課
程
の
整
備
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
協
会
は
、
医
学
教
育
の
レ
ベ
ル
を
、
徒
弟
制
度
や
私
立
の
職
業
学
校
︵proprietary institutions

︶
か
ら
大
学
の
学
部
へ
、
そ
し
て
そ
の
後
さ
ら
に
大

学
院
へ
と
ひ
き
上
げ
る
こ
と
に
も
尽
力
し
た
。D

ean F. Sm
iley, H

istory of the Association of Am
erican M

edical C
olleges 1876-1956, 32 J. M

ED. 

E
D

U
C. 512, 512-14 ︵1957

︶. 

　

現
在
、AA

M
C

は
ア
メ
リ
カ
の
医
科
大
学
院
一
三
七
校
、
カ
ナ
ダ
の
医
科
大
学
院
一
七
校
、
お
よ
び
、
教
育
病
院
約
四
〇
〇
を
認
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

近
年
、A

A
M

C

は
、
医
療
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
っ
て
、
医
学
教
育
の
質
が
国
境
を
越
え
て
確
保
さ
れ
る
必
要
性
を
認
識
し
、
合
衆
国
や
カ
ナ
ダ
以
外
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の
国
々
に
所
在
す
る
医
科
大
学
院
お
よ
び
教
育
病
院
の
認
定
活
動
も
行
っ
て
い
る
。https://w

w
w

.aam
c.org/students/m

edstudents/ghlo/about/

︵last 

visited M
ar. 15, 2013

︶.
（190）　

http://w
w

w
.am

a-assn.org/am
a/pub/about-am

a/our-people/am
a-councils/council-m

edical-education.page

︵last visited M
ar. 15, 2013

︶.　

こ
の

評
議
会
は
医
学
校
の
認
定
を
厳
格
に
行
っ
て
い
る
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 55-56. 

　

ま
た
、
こ
の
評
議
会
は
、
一
九
〇
七
年
に
、
カ
ー
ネ
ギ
ー
財
団
に
医
学
教
育
の
詳
細
な
調
査
を
依
頼
し
た
。
同
財
団
は
、
そ
の
調
査
をA

braham
 

Flexner

に
委
任
し
た
。
一
九
一
〇
年
に
な
さ
れ
た
調
査
報
告
がFlexner

報
告
と
呼
ば
れ
る
。Flexner

の
調
査
目
的
の
一
つ
は
、
医
学
校
を
高
い
水
準

に
統
一
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。Young &

 A
lexander, supra note 185, at 158; D

U
FFY, supra note 126, at. 

ダ
フ
ィ
・
前
掲
注

（126）
二
四
八
︲
二
四
九
頁
。

Flexner

報
告
に
基
づ
い
て
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
は
、
水
準
の
高
い
医
学
校
に
助
成
金
を
与
え
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
〇
年
ま
で
の
二
〇
年
間
で
、

ア
メ
リ
カ
の
医
学
校
は
一
四
八
校
か
ら
六
六
校
に
減
少
し
た
と
い
わ
れ
る
。S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 60-63.

　

ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
が
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
開
始
し
た
医
学
校
の
認
定
活
動
は
、
医
学
校
だ
け
で
な
く
医
学
教
育

病
院
や
臨
床
卒
後
研
修
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
病
院
に
ま
で
そ
の
認
定
対
象
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶

に
よ
る
医
学
校
の
認
定
は
、
組
織
的
に
は
、
一
九
二
一
年
に
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
か
ら
分
離
し
て
、﹁C

M
EH

お
よ
びA

A
M

C

に
よ
る
医
学

校
の
認
定
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
っ
た
﹂。Young &

 A
lexander, supra note 185, at 158.

（191）　

http://w
w

w
.fsm

b.org/

︵last visited M
ar. 15, 2013

︶.　

こ
の
連
盟
は
、
任
意
か
つ
非
営
利
の
機
関
で
あ
る
。
こ
の
連
盟
は
、
州
間
で
異
な
る
医
師
免

許
の
互
恵
︵reciprocity

︶
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
医
師
免
許
試
験
の
統
一
を
図
っ
て
い
る
。

（192）　

Young &
 A

lexander, supra note 185, at 161.　

こ
の
審
議
会
は
任
意
の
私
的
機
関
で
あ
る
。
医
師
免
許
は
、
各
州
の
医
師
免
許
委
員
会
︵licensing 

boards

︶
が
付
与
す
る
が
、
全
て
の
州
医
師
免
許
委
員
会
は
、
免
許
申
請
者
が
資
質
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
と
し
て
統
一
試
験
︵U

SM
LE

︶
の
合
格
を

要
求
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
公
衆
は
、
州
を
超
え
て
、
共
通
の
基
準
に
適
合
し
た
医
師
に
よ
る
医
療
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
の
審
議
会
︵N

B
M

E

︶
と
前
述
の
連
盟
︵FSM

B

︶
は
、
統
一
試
験
︵U

SM
LE

︶
を
共
同
提
供
す
る
。

（193）　
S

H
RY

O
C

K, supra note 125, at 63-64. 
（194）　

Id. at 66-67. 

（195）　

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
長
い
歴
史
と
進
取
の
気
質
を
持
つ
州
で
あ
り
、﹁
政
治
・
社
会
・
経
済
・
文
化
・
そ
の
他
あ
ら
ゆ

る
領
域
で
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
代
表
す
る
州
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
﹂。
小
滝
敏
之
﹃
米
国
自
治
史
論　

建
国
前
ア
メ
リ
カ
地
方
自
治
の
歴

史
と
伝
統
﹄︵
公
人
社
、
二
〇
一
一
年
︶
二
二
九
頁
。
そ
し
て
、
医
師
免
許
法
の
制
定
お
よ
び
改
正
、
お
よ
び
医
師
会
に
関
す
る
記
録
が
多
く
残
さ
れ
て

い
る
。

　

ま
た
、
医
療
史
研
究
者
で
あ
るJohn D

uffy

は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
を
素
材
に
医
療
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
書
︵
前
掲
注

（179）
参
照
︶
を
著
し
て
お
り
、

当
時
の
医
師
免
許
法
を
知
る
た
め
に
不
可
欠
の
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
医
師
免
許
制
度
に
つ
い
て
、﹁
一
九
二
〇
年

代
に
は
、
一
流
の
︵first-rate

︶
医
学
校
、
強
力
な
州
の
機
関
、
執
行
力
の
あ
る
医
師
免
許
試
験
委
員
会
、
専
門
職
の
内
部
で
広
く
統
一
の
と
れ
た
医
学

学
位
が
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
内
で
受
診
可
能
な
医
療
が
改
善
し
続
け
る
こ
と
を
保
証
し
た
﹂
と
さ
れ
る
。D

U
FFY, supra note 179, at 416. 

さ
ら
に
、
医
師

免
許
法
は
、﹁
ル
イ
ジ
ア
ナ
流
の
進
展
が
一
番
典
型
的
で
、
ほ
と
ん
ど
の
州
が
そ
れ
に
倣
っ
た
﹂
と
さ
れ
る
。D

U
FFY, supra note 126, at. 40. 

ダ
フ
ィ
・

前
掲
注

（126）
二
六

－

四
九
頁
。

（196）　

D
U

FFY, supra note 179, at 405-6.

（197）　

D
U

FFY, supra note 179, at 409-10. 

医
師
免
許
試
験
委
員
会
は
、
医
師
免
許
の
対
象
と
な
る
二
種
類
の
医
師
︱
︱
西
洋
医
学
の
医
師
︵the regular 

physicians

︶
お
よ
び
オ
ス
テ
オ
パ
シ
ー
医
学
の
医
師
︵the hom

eopathic physicians

︶
︱
︱
を
そ
れ
ぞ
れ
所
管
す
る
た
め
に
二
つ
の
委
員
会
が
設
置
さ

れ
た
。

　

ま
た
、
医
師
免
許
の
登
録
先
が
、
裁
判
所
か
ら
医
師
免
許
試
験
委
員
会
に
変
更
さ
れ
た
の
は
、
一
九
一
八
年
の
同
法
改
正
に
よ
る
。Id.
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（198）　

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
医
師
会
は
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶
に
加
盟
し
て
い
る
。

（199）　
D

U
FFY, supra note 179, at 409.

（200）　

Id. 
免
許
申
請
者
は
、
い
ず
れ
か
の
医
師
免
許
試
験
委
員
会
に
対
し
て
、
医
学
の
学
位
を
提
出
し
、
か
つ
、
同
委
員
会
が
課
す
医
師
免
許
試
験
に
合
格

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
いId. at 409-10.

（201）　

前
掲
注

（190）
参
照
。

（202）　

D
U

FFY, supra note 179 at 414.

　

A
ク
ラ
ス
の
医
学
校
の
医
学
学
位
を
有
す
る
者
は
、
医
師
免
許
試
験
委
員
会
に
、
そ
の
学
位
お
よ
び
身
分
証
明
書
、
倫
理
的
資
質
を
備
え
て
い
る
こ

と
の
証
拠
と
と
も
に
、
申
請
料
二
五
ド
ル
を
添
え
て
提
出
す
る
。

　

B
ク
ラ
ス
の
医
学
校
︵
ア
メ
リ
カ
医
師
会
︵A

M
A

︶C
ouncil of M

edical Education

が
定
め
た
基
準
の
五
〇
︲
七
〇
％
を
満
た
す
医
学
校
︶
の
医
学

学
位
を
有
す
る
者
は
、
上
記
に
加
え
て
、
筆
記
試
験
を
受
験
し
七
五
％
以
上
得
点
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
一
九
一
六
年
、
医
師
免
許
試
験
委
員
会
規
則
は
、
全
て
の
医
師
免
許
申
請
者
に
対
し
て
、
一
九
一
八
年
一
月
一
日
以
降
に
医
学
を
学
び
始

め
た
者
は
、
医
学
校
入
学
前
に
少
な
く
と
も
二
年
間
大
学
で
の
学
部
教
育
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
ま
た
州
内
の
全
て
の
医
師
は
、
一
九
一
八

年
一
月
一
日
ま
で
に
医
師
免
許
試
験
委
員
会
に
医
師
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
定
め
た
。D

U
FFY, supra note 179 at 412-414.

（203）　

D
U

FFY, supra note 179, at 414.

（204）　

Id.

（205）　

D
U

FFY, supra note 179, at 413.

（206）　

Id. at 411.  

な
お
、
一
九
一
二
年
の
改
正
法
は
、
地
区
検
事
が
同
法
違
反
者
を
訴
追
す
る
義
務
を
規
定
し
た
。

（207）　

Id. at 415.  

医
師
免
許
法
違
反
に
対
し
て
刑
事
罰
で
臨
む
場
合
、
一
回
限
り
の
処
罰
あ
る
い
は
累
犯
で
あ
れ
ば
そ
の
都
度
の
処
罰
で
終
わ
る
。
そ
の
た
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め
、
医
師
免
許
は
ひ
き
続
き
有
効
な
も
の
と
し
て
存
続
し
て
お
り
、
法
違
反
者
は
、
ひ
き
続
き
医
療
行
為
を
行
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
医
療
行

為
を
行
う
権
利
を
剥
奪
す
る
た
め
に
は
、
行
政
手
続
に
よ
る
撤
回
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
免
許
法
の
目
的
を
実
効
的
に
達
成
す
る
た
め
に
は
、

刑
事
手
続
に
よ
る
処
罰
に
加
え
て
、
行
政
手
続
に
よ
る
処
分
が
必
要
で
あ
る
。
ル
イ
ジ
ア
ナ
法
改
正
は
こ
れ
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

（208）　

1894 M
ass. A

cts 458.　

条
文
は
以
下
を
参
照
。http://archive.org/stream

/actsresolvespass1894m
ass#page/458/

︵last visited M
ar. 15, 2013

︶.

（209）　

1917 M
ass. A

cts 218.　

条
文
は
以
下
を
参
照
。http://archive.org/stream

/actsresolvespass1917m
ass#page/218/

︵last visited M
ar. 15, 2013

︶.

（210）　

hearing

は
通
常
、
聴
聞
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
後
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
お
よ
び
州
の
行
政
手
続
法
や
個
別
法
が
定
め
るhearing

だ

け
で
な
く
、
裁
判
所
に
よ
るhearing

、
行
政
審
判
や
医
療
職
集
団
の
裁
断
手
続
に
よ
る
紛
争
解
決
を
含
む
も
の
と
し
て
用
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヒ
ア

リ
ン
グ
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。

（211）　

Edw
ard R

ubin

は
、﹁articulation 
︵
本
稿
で
は
、﹁
接
合
﹂
と
訳
出
す
る
。︶﹂
の
語
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
述
べ
る
。
一
つ
は
、
個
々
の
構
成
要

素
︵elem

ents

︶
が
、
独
立
し
て
そ
の
固
有
性
︵identities

︶
を
保
つ
か
た
ち
で
、
可
視
的
に
結
紮
ま
た
は
結
合
︵ligature or joint

︶
す
る
こ
と
で
生
じ

る
関
係
性
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、明
確
な
言
語
形
態
で
の
事
象
の
表
明
で
あ
る
。
接
合
︵articulation

︶
と
い
う
用
語
を
、前
者
の
意
味
で
用
い
る
の
は
、

G
ILLES D

ELEU
ZE & F

ÉLEX G
U

TTA
R

I, A
 T

H
O

U
SA

N
D P

LATEA
U

S 39-74 ︵1974

︶
で
あ
る
、
とR

ubin

は
述
べ
る
。E

D
W

A
R

D L. R
U

B
IN, B

EY
O

N
D C

A
M

ELO
T: R

ETH
IN

K
IN

G 

P
O

LITIC
S A

N
D L

AW FO
R T

H
E M

O
D

ER
N S

TATE 24-25 ︵2005

︶. 

　
　

こ
の
点
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁︵
二
つ
の
構
成
要
素
の
︶
両
極
は
あ
た
か
も
︿
一
な
る
も
の
﹀
の
分
割
を
表

現
す
る
か
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
自
身
が
至
高
の
統
一
を
構
成
す
る
か
の
よ
う
に
、
対
に
な
っ
て
交
互
に
機
能
す
る
の
で
あ
る
﹂。
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー

ズ
、
Ｆ
・
ガ
タ
リ
︵
宇
野
邦
一
他
訳
︶﹃
千
の
プ
ラ
ト
ー
﹄︵
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
︶
四
〇
七
頁
。
な
お
、
こ
う
し
た
﹁
接
合
理
論
﹂
は
、
構

造
主
義
・
ポ
ス
ト
構
造
主
義
に
共
通
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｌ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル

他
︵
今
村
仁
司
訳
︶﹃
資
本
論
を
読
む
︵
中
︶﹄︵
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
︶
六
八
頁
。
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本
稿
は
、﹁
接
合
︵articulation

︶﹂
の
語
を
前
者
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

（212）　
Jost, supra note 169, at 1-2; S

A
R

A R
O

SEN
B

A
U

M, D
AV

ID M
. F

R
A

N
K

FO
R

D, S
Y

LV
IA A

. L
AW &

 R
A

N
D E. R

O
SEN

B
LATT, L

AW A
N

D
 TH

E A
M

ER
IC

A
N H

EA
LTH S

Y
STEM 850 

︵2d ed. 2012

︶; C
LA

R
K C

. H
AV

IG
H

U
R

ST, J A
M

ES F. B
LU

M
STEIN & T

RY
EN A

. B
R

EN
N

A
N, H

EA
LTH C

A
R

E L
AW A

N
D P

O
LIC

Y 838-43 ︵2d ed. 1998

︶.

（213）　

1882 W
. Va. A

cts, ch. 93.

（214）　

U
.S.C

O
N

ST. am
end. X

IV, 

§ 1.

（215）　

D
ent v. W

est V
irginia, 129 U

.S. 114, 121-122 ︵1889

︶.

（216）　

Id. at 122-23.

（217）　

Id. at 124-25.

（218）　

Jost, supra note 169, at 1-2.

（219）　

Id. at 2.

（220）　

Id. 

（221）　

医
療
が
市
場
を
通
し
て
の
み
提
供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
ヘ
ン
リ
ー
・E

・
ジ
ゲ
リ
ス
ト
︵
高
山
坦
三
訳
︶﹃
医
学
序
説
﹄︵
思
文
閣

出
版
、
一
九
八
一
年
︶
三
八
一

－

四
〇
八
頁
。

（222）　

E.g., H
aw

ker v. N
ew

 York, 170 U
.S. 189, 192-94 ︵1898

︶; R
eetz v. M

ichigan, 188 U
.S. 505, 506 ︵1903

︶; W
atson v. M

aryland, 218 U
.S. 173 

︵1903

︶; C
ollins v. Texas, 223 U

.S. 288, 296-98 ︵1912

︶.

（223）　

本
章
第
二
節
二
︵
二
︶
参
照
。

（224）　

M
A. C

O
N

ST. Pt. 1, art. 1.

（225）　

M
A. C

O
N

ST. Pt. 1, art. 10.
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（226）　
Law

rence v. B
oard of R

egistration, 239 M
ass. 424, 428 ︵1921

︶. 

取
消
権
限
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（227）　
Id. at 428.

（228）　

M
A. C

O
N

ST. Pt. 1, art. 4.

（229）　

239 M
ass. 424, 428 ︵1921

︶.

（230）　

Id. at 428-29. 

（231）　

Id. at 429.

（232）　

Id.

（233）　

Id.

（234）　

M
A

SS. G
EN. L

AW
S ch. 13, 

§ 10

︵2012
︶.
な
お
、
こ
の
条
文
は
、
事
件
当
時
も
現
在
も
同
じ
も
の
で
あ
る
。
後
掲
注

（235） 

（239） 

（241） 

（242）
も
同
じ
で
あ
る
。

（235）　

M
A

SS. G
EN. L

AW
S ch. 112, 

§ 2

︵2012

︶.

（236）　

D
avis v. B

oard of R
egistration in M

edicine, 251 M
ass. 283, 284-85 ︵1925

︶.

（237）　

Id. at 285.

（238）　

Id.

（239）　

M
A

SS. G
EN. L

AW
S ch. 112, 

§ 64

︵2012

︶.

（240）　

1921 M
ass. A

cts 478, 

§ 1.

（241）　

M
A

SS. G
EN. L

AW
S ch. 112, 

§ 61

︵2012

︶.

（242）　

M
A

SS. G
EN. L

AW
S ch. 112, 

§ 64

︵2012

︶.

（243）　

D
ugdale v. B

oard of R
egistration in M

edicine, 270 M
ass. 65, 67 ︵1930

︶.
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（244）　
Id. at 68-69.

（245）　
O

tt v. B
oard of R

egistration in M
edicine, 276 M

ass. 566, 568 ︵1931

︶.
（246）　

Id.

（247）　

Id. at 569.

（248）　

Id. at 570.

（249）　

Id. at 571.

（250）　

Id. at 574-75.

（251）　

Id. at 576.

（252）　

ま
た
、﹁
行
政
の
決
定
﹂
の
最
終
性
に
つ
い
て
、Reetz v. M

ichigan, 188 U
.S. 505

︵1903

︶
判
決
は
、
ミ
シ
ガ
ン
州
医
師
免
許
法
が
上
訴
権
の
な
い
司
法

権
行
使
を
州
医
師
免
許
委
員
会
に
授
権
し
た
か
に
つ
い
て
、﹁
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
は
必
ず
し
も
司
法
過
程
と
は
限
ら
な
い
﹂
と
判
示
し
た
。Id. at 507.

（253）　

た
だ
し
、
医
師
資
格
の
制
定
法
規
制
に
つ
い
て
は
、
学
術
的
関
心
か
ら
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
主
に
、
行
政
法
で
は
な
くH

ealth Law

の
一
部

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。H
ealth Law

に
は
、
医
療
過
誤
、
独
占
禁
止
、
生
命
倫
理
、
医
療
保
障
等
と
並
ん
で
、
医
療
の
質
保
証
が
あ
り
、
質
保
証
の

一
部
と
し
て
行
政
法
上
の
論
点
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。Schw

artz

が
、
実
体
問
題
は
環
境
法
な
ど
特
殊
法
と
し
て
発
展
し
、
行
政
法
は
手
続
の
み

を
扱
う
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
な
お
、
日
本
で
も
、
兼
子
仁
に
よ
る
手
続
法
と
し
て
の
行
政
法
総
論
お
よ
び
特
殊
法
論

も
参
照
。
兼
子
仁
﹃
行
政
法
学
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
︶
一
五

－

一
七
頁
。

（254）　

専
門
職
自
主
法
の
方
に
、
規
則
制
定
権
、
医
師
資
格
認
定
権
、
不
服
申
立
て
の
裁
決
権
と
い
う
﹁
諸
権
力
﹂
統
合
的
仕
組
み
が
、
自
生
的
に
生
成
し
て

い
る
か
は
、
次
稿
に
て
検
討
す
る
。


